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わが国におけ る情報処理 システ ムの オンライン化 も徐 々に進展 して来 たが,

昭和46年 の通信 回線 開放後.3年 余の経験 に顧み.か つ今後 におけ るコン ピ

ュータ ・ネッ トワークの必要性 などを展望す る とき,現 行回線利 用制度はなお

多 くの問題点 を含む もの と考え られ る。

オ ンライン利用推進委員会は今回 とくに回線利用制度な らび に料金制度 につ

いて詳細な検討を行ない,関 係各界の参考 に資す ることとした。

なお㌧ 当協会は社 団法人 日本情報 セ ンター協会お よびEDPユ ーザ ー団体連

合会 と連名 でオ ンラインの推進 に関す る要望書 を郵政大 臣に提出す るので,上

記研 究 とも関連 し資料 として付 した。

昭 和50年 ス月

財団法人 日本情報 開発協会理事長

オンライン利用推進委員会委員 長

稲 葉 秀 三
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制 度 問 題
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1.回 線 の開放 とその後 の諸問題

昭和46年 公衆電気通信 法(以 下 「公衆法」略す る㌔)の一部が改正 され,各

界積年 の宿願 であった通信 回線 の開放が実施され た。 これに よって,異 企業間

の コン ピュータ ・システム 。リンクが 可能 とな り様々の新 しい試みが実現 しつ

っ ある。 また,職 場 や家庭 のプ ッシ ュホ ン(押 しボタンダ イアル式電話機)か

ら国鉄新幹線 の座席予約 が可能 になるな ど,技 術的 に も規模的に もす ぐれ た多

くの システムが出現 し,情 報 化社 会の進展 に貢献 してい る。 この方向は今後 も

一層推進 され,生 産性 の向上 や国民 生活の利便 のために大 きな役割 を果たす で

あろ う。 、 …

しか しなが ら,そ れ と同時 に通信 と情報 処理 における社会的秩序が根本的 に

問い直され,ま た自由化されたはずの制度そ の ものに もなおつ ぎつ ぎと新 しい

問題が生 じ来 つつ あることも事実 である。前者は主 として,「 デ ータ通信」 と

い うわが国独特 の概念設定 に基づ くものであ り,後 者はお もにデ ータ回線 の共

同使用お よび他人使用 に関す る問題 と,そ のサ ー ビス内容,料 金,利 用制度等

Q問 題 であるが,そ の両者は根底 において深いかかわ りを持 っている。

わが国では法 制上,伝 統的 に 「通信」は設備 ではな く役務である,と い う基

本的 な解釈が存 在す る。 オン ライン情報処理 システムを 「データ通信」 とい う

呼称の もとに通信 の節略に擬制せ しめ たことは,経 済的 な対価や費用の分担 と

かかわ りな く,こ れ を他 人のためあるいは他 人に も使用 させ,ま たはデータを

他人 か ら求めあるいは結果 を他人 に出力させ る ような一連のシステ ムは,す べ

て 「他人の通信 を媒介 し,そ の他他 人の通信 の用に供す る」(公 衆法 第2条)

とい う公 衆通信役務 と見倣 され,必 然的 に電話公社お よび国際電電会社 の独 占

を原 則 とす る ことにな った。(有 線電気通 信法第10条 〉。
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か くて,民 間のオンラインシステムは例外的 に認容 されるべ きもの とな り,

社会一般通念 か らい ちじるしくかけは なれた もの となった。のみな らず,厳 密

な意味で 「業 と して」(対 価 を得 ることを目的 に反復継続 して)運 営 される情

、報 処理 業者 あるいは情報 提供業者 のオンラインシステム(特 定通信回線 に よる

もの)は 共同使用 を認め られず,例 外的 に 「1の 電子 計算機の本体 と1の 入 出

力装置 との間に終始す る」 システ ム(他 人使用)し か許されない とい う非常 に

制約的 かつ殿行的 な制度 を導 くこととな った。(公 衆法弟55条 の15,デ ー

タ通信規程第6条)。 ・

この ような制限的規制的措置は,上 例 の ような業 と しての他人使用 の場 合に

限 らず,オ ン ラインシステムの共同使用(公 衆法弟55条 の11第2項,同 法

施行規 則第4条 の13),公 衆通信回線 と特定通信 回線 の接続(同 法 第55条

の15,第55条 の16)等 あ らゆる分野 にわ た っている。

特 に公衆法弟55条 の18に 規定す る公 衆通信回線の共 同使用お よび他人使

用 の制限 は原理的 に矛盾 をは らむ ものであ り,運 用面 においてその誕生 と同時

に空文化されて しまったのは当然 の ことであった。何 となれば,上 述の ように

他 人のために行 な う 「デ ータ通信 」は,公 衆電気通信役務で あるが故に電電公

社 の独台 に帰すべ きもの であるとい う立論 か らすれば,公 衆網 を利 用 したシス

テ ムにあ って・も共同使用 または他人使 用についての制限 を加えなければ論理的

整合 を欠 く訳 であるが,ま た一方 もと もと公衆通信回線 は加入電話網や加入電

信網 をオ ンラインシステムに利 用す る もので,そ れ らは最初 か ら 「他人の通信

を媒介 し,そ の他他人の通信の用 に供す る」 ととを 目的 と した回線網 であるか

らである。(第1図,第2図 参照)。

この ように基本的 な法概念 の矛盾,自 己撞着 は制度 の混乱 を招いたのみ な ら

ず,今 や情報業の健全 な発展 と情報化社 会の実 現 に大 きな壁 となってい る。現
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〔第1図 〕

電話 の共同使用 と公衆回線の共同使用

① 共同電話
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電 話 加 入者 が ・ そ れ ぞ れ1個 の本 電 話機 に よ り,1の 加 入 回線 を共 同

に使 用す る もの をい う。(電 話 規 程 第3条)

bi～broは そ れぞ れ独 自 に,い かな る加 入電 話 と も通 話 で きる。
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*1

*2

*3

C-A,B-P,Qが 公 衆 通 信 回線 で あ る。

P,Qの 関 係だ け が 共 同電 話 か ら類推 で きる共 同 使 用 で あ るが,実 用

に は な り得 ない で あ ろ う。

法 はP(Q,)がRと 共 同 して コ ン ピ ュータCを 使 用 す る場 合 を想 定 し

たの で あ ろ うが,公 衆 回線 の 契 約 はC-A,B-P(R),B-Rと

い った局 と端末(通 信 側 か ら見 れ ば コン ピュー タ も端末 で あ る)と の

間 にっ い て行 わ れ る。 加 入回 線(公 衆回 線)の 本質 は通 信 の相 手 を特

定 しない と ごろ に あ る。

■

(

〔第2図 〕

電話 の他人使用「と公衆回線の他人使用
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*1電 話 の他 人 使 用 とは,b1加 入の 電話 をCが 借 りる こ と。b1はCか

らそ の通 話 に かか った料 金 以 上 の対価 を受 け ては な らな い。(公 衆法

弟41条)

*2公 衆 回線 の他 人使 用 も,電 話 の場 合 か ら類 推 す る と,第1図 ② でRの

端末 機 あ るい はCの コ ン ビ ュー'タを ち ょっ と他 人 に貸 す ご どを意 味す

る こ とに な る。

*3法 は,同 図 に おい て,C-Aの 回線 をC以 外 の者 に使 用 させ、る場 合

(つ ま りC社 の コン ピ ュー タ とC社 以外 の端末 機 との通信)を 想 定 し
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'ーた の で あろ うが
,事 情 は 同図*3で 述 べ た とk・ りで ある。

実的には.た とえば公 衆法施行規 則第4条 の13第2項 後段 「同一の構 内」 に

設置 され た電子計算機 の解釈 に見 られ る ように,こ れ らの問題は具体的 な運用

面 でかな り弾力的 に解決 されてはい るが;諸 外国 では許 されて もわが国では実

現困難 なケース もなお少 しとしない。それ よ りも,制 度 を運用 において緩和す

ること自体,社 会的 な公正 を欠 くおそれがある。運用 におけ る緩和 を知 らない

者は最初 か らその ような回線 の契約 を申込 めない(シ ステムその もの を締め る)

であろ うし,ま た同 じ態様 の回線契約の 申込み に対 し故意 もしくは過失 あるい

は当事者 の解釈 の相違 に よって異 った結果 が生ず る可能性が ある。

2.オ ン ライ ン情 報 処理 と通 信

法の定義 に従えば,電 気通信 とは,「 有線,無 線そ の他の電磁的方式 に よ り,

符号,音 響又は影 像 を送 り,伝 え,叉 は受 ける こと」 で ある。(公 衆法第2条,

有線 法弟2条)。 すなわ ち,① 通信 には送信者,媒 体,受 信i者が ある。(こ の

3者 または2者 が別人格 であ る必要 はない。)② 通信 の内容 は何 であるかを問

わない。③その内容は送信 の ときど同 じ形 で受信者に送 出され,途 中で加工,

変容され ることはない。

もしこれが,伝 達 の途中でみだ りに加工 変容 された場 合,そ れは通信 の秘密

を保証 した憲法第21条 を浸す ごとにな り,そ れ故公衆 法で もこれを固 く禁止

し,厳 しい罰則規定 を設 けている。(同 法第5条,第112条)。 この ことは,

文書 に よる通信の最 も一般的 な形態である郵便 において も何 様 であ っそ,両 者

はいずれ も,そ の手 段方法 は異 るが,通 信 とい う基本 において共通 じそいるの

である。(郵 便法 第9条,同 第7ン 秦,刑 法 第115条)・6xts
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一 方 ,オ ン ライ ン情 報 処理 は 処理 に 目的 が あ る。 通 信 は そ の ため の手 段 に過

ぎない。 あ る会社 が 自社 の給 与 計 算 を計算 セ ン ター に委 嘱 して い た とす る。 最

初 は 時間 外 勤務等 毎 月 の変 動 デ ー タ を渡 し,バ ッチ シス テ ム に よって 処理 され

た計 算 結 果 を受 け取 って い た。 入 力 お よび 出力 の デ ータ は人 に よって運 搬 して

い た訳 で あ る。 後 に人 事 管 理 の資料 も随 時 これ か ら得 た い とい うこ とに な って

端 末 機 を置 くことに な った。情 報 は これ に よって 入 出 力す る。 しか し,だ か ら

とい って,コ ン ピ ュー タ に よる 「情 報 処理 」 か ら 「電 気 通信 」 に 変 身 した とは

誰 も考 え な い であ ろ う。 変 っ たの は デ ー タ を運 ぶ 方法(通 信 の仕 方)で あ り,

処理 内容 で あ る。

オ ン ライ ン情 報 処理 にお い て,通 信 は絶 対 不 可欠 の要 素 で あ るが,そ れ 自体

は通 信 とは別 個 の シス テ ムで あ る。 この こ とは,あ たか も財 貨 の 生 産加 工 に お

い て,材 料 と製 品 の運 搬 は 不 可欠 の もの で あ るが,製 造 を運 送 の一 部 ま たは延

長 と見 倣す こ とは で き ない の と同 じで あ る。

米 国 に お いて,FCCが 通 信 業 者 の行 な う情報 処理 サ ー ビス(い わ ゆ る 「デ

ータ通 信 設 備使 用 サ ー ビス」)を 厳 しく規 制 し,そ れ を行 な う子 会社 との 関係

に も制 限 を加え て い るの は,一 方 にお い て不 公正 な競 争 を防 止す る意 味 もあ る

が,よ り根本 的 には,オ ン ラ イン情報 処理 は通信 では ない とい う確 た る認 識 が

存 在す る か らで あ る。 なお つ い で なが ら,「 デ ータ通信 設 備 使 用 契 約」 とい う

用 語 は概念 的 に二 重 の 誤 りを犯 か して い る。 オ ン ライ ン情 報 処 理 は設 備 とい う

ハ ー ドウ ェアだ け で は機 能 す る もの では な い。 のみ な らず,情 報 の処理 は ま さ

に役 務 の 提供 そ の もの で あ るか らで あ る。

オ ン ライ ン情報 処理 と電 気 通 信 との関 係 につい て2つ の見 方 が あ る。

そ の1つ は,通 信 は オ ン ライ ン シス テ ムの一 部 分 とす る もの で あ り,1つ の

完 結 した システ ム の立場 か ら考 え る と これ は非 常 に分 り易 い考 え 方 で あ る。 こ
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の場 合 の通 信 には,前 述 の要 素 と して の通信 システ ム と,メ ッセ ー ジス イ ッチ

ン グの よ うに処理 と ハ イ ブ リッ ドされ た サ ー ビスが あげ られ る。(第3図 ①)。

他 の1つ は,通 信 をオ ン ラ イン シス テ ム とは別 体 系 の シス テ ム とす る もの で

あ り,オ ン ライ ン シス テ ム は そ の一 部 を利 用す る もの で あ る とい う考 え 方 で あ

る。 通 信業 者 の 巨大 な通 信 設 備 を想起 す れ ば この考 え方 もたや す く理 解 で き る。

(第3図 ②)。 ただ,交 換 機 な ど,通 信 の ため の装 置 と,コ ン ピ ュータ とい う

処理 の ため の装 置 とが 同一 で あ り得 るの で,両 者 の 共通 分野(同 図 シ ャ ドー部

分)は 分解 す る こ とが 困難 で あ る。 私 設 の情 報 処 理 装置 と寛 々公社 の 回線 と を

接 続 す る場 合 そ の 分 界点 は明 確 に定 め られ るが,オ ン ラ イン シ ステ ムの通信 制

御 を処 理 の コ ン ピュ ー タで 同 時 に行 な う場 合 な ど,通 信 の シス テ ムは ホス トコ

ン ピ ュータ の ソフ トウ ェ アに及 ぶ の で,ハ ー ド的 な分 界点 が シ ステ ムの境 界 と

は な らない。

いず れ に して も,オ ン ラ イ ン情 報 処理 は,電 気 通信 とは別 個 の もの で あ る と

い って も,通 信 な しに は成 り立 た ない か ら,「 デ ー タ通 信 」 の概念 が清 算 され

た と して も,オ ン ラ イ ン シス テ ムにお け る通信 の問 題 がす べ て 自動的 に解 決 さ

れ た ことには な ら左 い で あろ う。

前述 の よ うに,通 信 には必 ず 送 り手 と受 け手 とが なけ れば な らない。 しか ら

ば,オ ン ライ ン シス テ ム にお け る通 信 の送 り手 と受 け手 とは ど う考 え るべ き で

あろ うか。 今 これ をデ ー タの 流 れ と変 化 とい う考 察 して見 る。

オ ン ラ イン シス テ ム にお け るデ ータ の流れ には い ろい ろな型 が あ るが,最 も

単純 な収 集 型(第4図 ①)に お い て,送b手 は判 然 と して 端末 側,受 け 手 は コ

ン ピ ュー タで あ る。 コ ン ピュ ー タが デ ータ の受信 後 どの よ うな 処理 を行 な うか

は,端 末 側は 預 り知 らない。 この点 電報 や普通 滞書 に似 て い る。

問 い合せ 型(同 図②)に お い て は,端 末 機 は送 り手 と同 時 に受 け手 に もな る
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通 信
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③
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*③ がわ姻 の緬 法ρ立場。
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③ 交 換 型
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/
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、
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② 集 収 型

④ 交 換 型

A

⑤ 複合類 型
口
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訳であ るが,自 分宛 に出す端書 の ような単 なる自己宛通信 ではない。それはあ

たか も往復 端書 に似 ていて,た とえ通信 回線の回路 は切断されな くて も,コ ン

ピュータは受信 し処理 し返信 を したためて端末側 に送 り返 さな くてはな らない。

往 きと帰 りでデータは異 る。

交換型(同 図③,④)あ るいは複合交換 型(同 図⑤)に おいて も,同 様 であ

って,処 理の結果が他の端末機 に送出された と して も・ コンピュータの受信 し

た内容 がそ のまま他 に出力され る訳ではない。封 筒の中に別の宛名の封筒 を入

れ最初 の宛名人 に投函を依頼す るの とは全 く異 るので ある。従 って交換型や複

合交換 型の場合 も端末機Aが 送 り手 でBが 受け手 とい う単純 な1通 信 と見 倣す

ことは できない。つ まpl,コ ン ピュータがAか らBへ の通信 を媒介 した とは単

純 には言え ないのである。

4

～

5.メ ッ セ ー ジ ス イ ッ チ ン グ と ハ イ ブ リ ッ ドサ ー ビ ス

t

第2節 の問 題 との 関 連 に おい て,FCCの 行 な っ た次 の用 語 の定 義 を理 解 す

る こ とは 非 常 に有 益 で あ る。

①DataProcθssing(情 報 処理)

「回 線交 換 」 ま たは 「蓄積 交換 」 と区別 され る 「情 報 の 処理」 の た め に

コ ン ピ ュー タ を使 用 す る ことをい う。 「処理 」 とは デ ー タの蓄 積,検 索,

分 類,組 合 せ,計 算 等 の操 作 の た めの コ ン ピュ ータの使 用 をい う。

②MessageSwitching(蓄 積 交 換)

通信 回線 を用 い て,メ ッセ ー ジの 内容 を変 更 す る こ とな く,2以 上 の地

点 間 で コン ピ ュータ の卸御 に よる メ ッセ ー ジの 伝送 をい う。

③LOcaユDa七aProcessingSθr▽ice(ロ ー カル情 報 処理 サ ー ビス)

通 信 設備 を使 用 しない情 報 処理 サ ー ビス を い う。

1-12
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④RemoteAccessDa七aP「ocessingServcθ(遠 隔情報 処 理 サ … ビ

ス)

中央 の コ ン ピ ュー タ と遠 隔 の カス タマ ー端 末機 を結 ぶ通信 設 備 を,相 互

間 のデ ー タ伝送 に利 用 す る情報 処理 サ ー ビス をい う。'.

⑤HgbridSθr▽ice(融 合 サ ー ビス)

② と④ とを組 み 合 わせ て1つ の総 合 サ ー ビス と した もの をい う。

⑥Hgb「idCommunicatiOnSer▽ice(融 合 通1信サ ー ビス)

蓄積 交 換 の機 能 ま たは 目的 に,情 報 処理 の能 力 が附 随す る融 合 サ ー ビス

をい う。

⑦ 耳γbridDa七aProcssingSer▽ice(融 合情 報 処理 サ ー ビス)

情 報 処理 の機 能 ま たは 目的 に,蓄 積 交 換 の能 力が 附 随す る融合 サ ー ビス

を い う。

ハ イ ブ リッ ド。サ ー ビス を図示 す る と第5図 の とお りで あるが
,FCCは そ

の 「最 終 決 定 と命 令 」 にお い て,通 信 怯 の規 制 の 対 象 と してFCCが 監督 す る

の は左 側 の電気 通 信 サ ー ビス の範 囲 と し,右 側 の情 報 処理 サ ー ビスは 統制 しな

い,と い う態度 を明確 に打 ち出 したの で あ る。 そ して,通 信 業者 お よびそ の子

会 社 の行 な う情報 処理 サ ー ビス に対 して厳 しい制約 を付 したの で あ る。

ま た,こ の考 え 方 に基 づ き,あ ゐ 薬 品 卸 売 業 のそ の取 引先 を含 む情 報 処 理 シ

ス テ ム に伴 な うメ ッ七 一ジ ズ ィ ッチン グ に対 し,通 信 業 者 のお もわ くを退 け ,

そ の薬 品卸 売 業者 の審 査 請求 にOKの 軍 配 を あげ たの で あ る。

わ が 国 の通信 怯 の立 場 か らは,オ ン ライ ン シス テ ムはすべ て通信 に包 摂 され

る(第 ろ図③)か ら,メ ッセージ通信と情報処理との区分はあり得な巳筈である。 しか し,

実 体 はやはりその間 には っ き り差 違 が意 識 されて い るの で あ って,公 衆 法 施 行 規

則 第4条 の15「 共 同 使 用基 準 」 第1号 か ッコ書 には 「内容 を変更 す る こ とな
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〈情報 を媒介す る電子計算機 の本体 の使用 に係 る場合 を除 く」 と明記 されてい

るし また法令の各所に回線使用の 「態様」が回線使用契約の承諾 あるいは認可の条件 とな

〔第5図 〕 オ ンライン情報処理 と通信 との関係(そ の2)

①電気通信 サー ビス ②情報 処理サー ビス

融
合
通
信

(
電

子

式
・交

換

融

合
情

報

処

理
サ
ー
ビ

9

才

ってい ることか らも分 る。 次節 に述べ る特定回線の他人使用 に関す る運用上の

拡大 も,メ ッセ ージ通信が含まれ てい る場合 は認 め られ ない ことになってい る。

また,同 一 企業 内 システムであって も公衆 回線 と特定 回線 とを接続 して使用す

る場合 は,あ る種 の態様 のメ ッセ ージ通信 については これを防止す る ことを条

件 に契約が承諾 される。(第7図)

4.共 同使 用,他 人 使 用 お よび接 続

、さ きの公衆法の改正 において最 も意 を注がれたのは,オ ンライン情報処理 シ

ステ ムにおけ る特 定回線 の共同使用,他 人使用 お よび公衆網 の利用 であった。

そ して,後 者は さてお き,今 日なお最 も問題の多いの もま たこの共 同使用お よ

び他 人使用 の制度 である6

・「公社 または会社は,2人 以上の者 か ら,こ れ らの者が同一一の電気通信回線

を使用す る特定通信回線使 用契約 の申込 みを受け た ときは,、次に揚げ る場合の
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いずれかで ある場合 に限 り,そ の申込 みを承諾す る ことがで きる。」(公 衆法

第55条 の11第2項)。 「(前 略),そ の申込み に係 る他人の通信 の用に供

す る態様が公社 または会社が都政 大巨の認 可を受けて定める基準 に適 合す る場

合 に限 り,そ の 申込 みを承諾す ることが できる。」・(同法第55条 の13第1

項)。 とあるよ うに,法 の表現は共同使用,他 人使用 について例外的 に認め る

とい う態度 を崩 していない し,前 述 の ように運 用に よる緩和が行われ てい るに

せ よ,現 実 に手続 きは複雑 で時間がかかる し,な お実 施の困難な システ ムもあ

る。

た とえば,前 節に 揚げ た米国の薬品卸 売業者 のシステ ムについて考 察 してみ

よ う。(第6図)

この シス テ ムは,薬 品 卸 売 業者 で あ るBergenBrunswigCorpora七iOn

社(B)の コ ン ピ ュー タ と,同 社 と取 引 の あ る薬 品小 売 業者(A1～Am)の

ミニ コ ンお よび 工/0タ イ プ ライ タ と を結 ぶ ネ ッ トワー ク をつ ぐ り,小 売業 者

の ため の 在庫 管 理,第3者 に対 す る請 求 書 の作 成,元 帳 の作成 と支 払 い勘 定 等

の 処理 お よび 価格 変 更 等 の メ ッセ ー ジス イ ッチ ング を行 な う もの で あ る。 同 シ

ス テ ムは ま た薬 品製 造 業 者(G1～Cn)に も端末機 をお き,小 売業 者(A1～

Am)か らの注文 はB社 の コン ピュ ータ で アセ ン ブル さ れ て製 造 業 者(01～

Cn)に 送 られ,同 様 に 第3者 い の処方 は この コ ン ピュータ を通 じブル ー

ク ロス(青 十字)に 送 られ る もの で あ る。

この よ う在 ジス テ 返 をわが 国 で実 施 し よ うとす る場 合,通 信 制 庭上 ど うな る

で あろ うか。 方 法 は4通 り考 え られ る。 す な わ ち,① 特 定通 信 回 線 の共 同使 用

に よる場 合,② 特 定 通 信 回線 の他 人 使 用 に よる場 合,③ 公 衆通 信 回線 に よる場

合,④ 公 衆通 信 回線 と特定 通 信 回線(共 同 使 用 ま たは 絶 入使 用)を 使 用す る場

合 で あ る。 な ま㍉ いず れの場 合 もメ ッセ ー ジス イ ッチ ン グが加 る と一 層 困難 と
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〔第6図 〕PARAGONシ ス テ ム(USA)

':薬品 小売 店

口
口 ーー 一一 ・一 ・-1

薬品問屋 製薬会社

B

_L〔 コc・
コ ン ピ ュータ

Cn

?

*撫iARAGON=PharmacyAccoun七ingRecordsand(}θneral

Cpera七ingNeeds

な り,か っ これについては前節 で触れたので,こ こでは一応 除外 して考え るこ

ととす る。

(1)特 定通信 回線の共同使用 に よる場 合

これは,こ のシステ ムに参加 しようとす るすべ ての小売店(A1～Am),製

造会社(C1～Cn)がB社 と共 同 して回線の 申込みを行 な う場 合であ る。

公衆法施行規 則第4条 の15(「 共同使用基準」)第1号 ∈)に よ り在庫管理

につ いては制約はない。 しか し,第5者 に対 す る請求書 の作成,支 払勘定 の処

理,製 薬会社への発注等は,販 売管理 あるいは在庫 管理 に相当す ると判断 され
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るか店 かに ょって異 って くる。 それか らが もし,販 売管理 ま・たは在 庫管理 に相

当 しない と寛 々公社 が判断 した場合は郵政大臣の個別認 可が必要 である
。

さ らに・すべ ての情報がA1-B,C1-Bと い った間で処理 され るもの

(い わゆる 「行 って帰 って来 い」)で あれば,Ai-Bの 回線 についてはA、

社 とB社 ・Ci-Bの 回線vaつ いてはC・社 とB社 の2社 共 同使用
.となるが,た

とえばAiか らBに 入 力 した情報の処理結果がA2あ るいはC1に 送 られ るよう

娚 合 は・ 関係す る回線はすぺ てB・A・ ・A・C・
.の 共同使用で鮒 れば な ら

ない とい うの が法の建前えで ある。mあ るいはnの 数が増大すれば
,手 続上 こ

の ような煩損 な ことは実用 に耐え ない。

(2}特 定通信 回線の他人使用に よる場合

これの申込みはB社 が行 な う。A皿,Cm等 が このシステ ムの利用を希望 して

いるか否 かは,申 込み手続上は関係 がない。

公衆法弟55条 の13第1項,寛 々公社 データ通信規程第6条 第1項 に より
,

臼 の電子計算機 の本体 と1の 入出力装置の問に終始 す るデ ータ通信」 でなけ

れば契約 の承諾 は得 られ ない。従 って,制 度 を文字 どお りに運用 すれば
,処 理

の結果が他の小売店や製薬会社 に送出される システムはすべて否定 され る
。厳

密にいえぱ,A1か らの入力の結果がB社 の端末機 に出力されて もいけ ない し
,

A1社 の販売課か ら入 力 した結果が同社の経理課の端末機 に出力 されることも

禁 止されているのであ る。

他人使用 には例外規定や郵政大臣の個別認 可による梅漬の道 も閉 されて いる
。

ただ,端 末装置 を使用す る者 同志 の関係が 「共同使用基 準」 に適合す る場合 は
,

運用において拡 大解釈 され可能 とされ るようである。

㈲ 公衆通信 回線 に よる場合

これは・そ のコン ピュータ(B)あ るいは端末機(Am ,Cn)を 設置 しよう
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とす る者がそれぞ れ独 自に契約の 申込み を行 な う。 端末機 と して,'加 入電話

(プ ッシュホン)ま たは加入 電信(テ レ ックス)を 利用す る場合 は,そ れにつ

いての手続 は不要 で ある。

この場合についてはす でに第1節 にteい て述べ たので省略す る。

(4)公 衆通信回線 と特定通信 回線 とを併用す る場合

これは,シ ステムの効率 を上 げ るため,あ るいは回線料金の低減 をはかるた

め に両者 を混用す る場合 で,そ の回線契約にかかわ る区間が特定 か公衆 がに よ

って,前 記ωか ら(3)までの手続 を行な うことになる。

最 も単純 なケースは,す べ ての端末機(A1～Am,C1～Cn)を コン ピュ

ータ(B)と 直結 す ることと し,1回 線ご とに公衆 か特定 かを選択す る もので

ある。 しか しこの ケースの多 くの場合は〉端末回線 とコン ピュータ との間に集

配信 装置(ま たは 多重化装置)と 網制御 装置 とを置 き:端 末回線は公衆回線

(場 合 に よっては低速特定 回線),幹 線 は高速特定回線 とす るネ ッ トワークで

あろ う。

いずれの場合 で あって も,特 定 回線 と公衆回線 の接続(あ る情報 またはそ の

情報 の処理結果の流 れが コンピュータ等 を通 じ両方あ回線 にまたがる こと)は,

郵 政大臣の個別認 可 を必要 とす る。(公 衆法 弟55条 の16,第55条 の15

第1項 第2号,同 法 施行規 則第4条 の16)。 しか もこの規定 は1回 線 ご とと

い う考え方で あるか ら,コ ン ピュータまたは集配信 装置(多 重化装置)の 接続

公衆回線 の増設(電 話 でいれば交換機 の収容局線 を増 やす こと)に 当 って も,

そ のたび ごとに個別認 可の手続が要 求 されるので ある。

ここにおいて法 が最 も警戒す るのは,民 間の コンピュータに よる通信 の媒介

(メ ッセージス イ ッチングは もとより処理結果の転送 について も)で あ り・幹

線 として特定 回線 とい う比 較的低廉な回線 を利用 し,デ 一夕を集 約 して他 人の

1-18

,

～

▼



●

〉

ための通信 を行 なえば,寛 々公社 の存 立 を危 くす ると思慮す るので ある。 この

よ`う左考え方 ぱ 「他 人使用」 の場合のみ な らず,同 一企業内 に限定 された シス

テムにおいて も,公 衆回線 か ら入力された メッセージが,特 定 回線 を経 由 して

他 の公衆回線 の端末機 に出力 される ような場合に も及び,回 線の 申込者 はそ の

ような通信 を阻止す るシステ ムの構成(主 として ソフ トウェア)を 求 め られ る

のである。'(第7図)

しか しな'iOSら,こ の ような規制は国民 の経済的負担 を増加せ しめ,国 家的資

源の有効 な利用 を妨げ,'技 術 の進歩 を阻害 し,社 会の利便 にも反す る もの と言
ぐ も

わなければな らない。

〔第7図 〕 公 衆 回線 と特定 回 線 の接 続 にお け る メ ッセ ージス イ ッチ ン グ
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*上 記 の ような シス テ 云 は,同 一 企業 内 で あ って も認 め られ な い。 よい と

こ取 りをされては,寛 々公社が成 り立たない とい う理 由で ある。

しか も,上 述 のいかな るケ ース も寛 々公社 に依頼すれば(「 データ通信設備

使 用契約」),可 能で ある とい うことは,こ のサ ー ビス を法定役務 とす るに当

って'民 間 との間 に差別 を設けず,ま た民間の システムの健全 な発展 を阻げ な

い'と い う公約 に反 くことに もなる訳 である。

1-19



な±㍉ 特定回線 と公 衆回線 とを接続 したネ ットワークにおいて,「 共同使用」

の 「他人使用」 とい うケースの需要 も現実 に起 きて来 ているが,基 本 な問題は

すべて上記 に含れ るので,こ こでは論述 を割 愛す る。

5.準 公 衆通信事業者(利 用公 衆通信事業者)

1973年,Teユene七Comnunica七ionCorp(Teユ θnet)が,つ づhて

民cke七Co㎜unica七iOns血c.(PC工)が,ARPAの 技 術 を応 用 した

商 用 の パ ケ ッ ト交換 網 をFCCに 申請 した ことに よ り,わ が 国 にお い て も 「準

公 衆通 信 事 業」 に 関 す る議 論 が 高 ま って来 た。 ア メ リカ ではそ の後 も,フ ァク

シ ミ リ伝送 網 な ど につ い て,GraphnetSystθms工nc・ やMO工Da七a

TramsferCorp。 が 付加 価値 回 線網(VAN)の 名 乗 りをあげ て い る。 これ

らの付 加 価 値通 信 業 者(Va■ueAddedCarriers)は,既 存 の通信 業 者 か ら

通 信 回 線設 備 を借 り受 け,特 殊 目的 の交換 機 器 等 を付 加 し して.特 定 のニ ーズ

(た とえ ば複 数 の コ ン ピ ュー タ を含 ん だ オ ン ラ イン網 とか フ ァク シ ミ リ伝送)

に的 を絞 っ た回線 サ ー ビス を提供 す る もの で あ る。

しか し,公 衆電 気 通 信 事 業 の独 占制 を と るわが 国 にお い ては,「 準公 衆通 信

事 業 」 の意 味 す る もの は ア メ リカのVANと は 全 く異 った要 素 を もって お り,

そ の概 念 は か な らず しも明確 では な い。 す で に繰 り返 して述 べ た ように,わ が

国 で は オ ン ライン情 報 処理 も通 信 に含 ま れ るか ら,回 線 開放 の結果 生 ず るで あ

ろ う 「他 人 の通 信 の媒 介 」,メ ッセ ー ジス イ ッチ ン グ,公 衆 回線 と特定 回線 の

接 続 等 が,公 衆電 気 通 信 事 業 に準 じ公社 の 独 占を定 め た通 信 制 度 の基 本原 則 を

お び や かす ので は な い か・ とい う議 論 が なさ れ た。 そ れ故 ・ 法改 正 に当 って も・

それ を専業 とす る情報 処理業者や情報提供業者 には,一 般企業 には ない制限 が

加え られたので ある。
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従 って,わ が 国 にお い ては,「 デ ー タ通 信」 が なお通 信 の枠 か ら切 り離 せ な

い の な ら,オ ン ライ ン シス テ ム を行 な う上 で 「通 信」 を媒 介 す る 「情 報 処理 通

信業者」(こ の呼称は適当 ではないが)を 認め ることがまず何 よりも急務 であ 、

り,次 に企業 グル ープや会員組織 に よ り通 信回線 の共同使用や他 人使用 を行 な

う,通 信設備 を持 た ない通信業者(「 利用公衆通信業者」)の 設 立 を認め,し

か る後 に,回 線に新 しい価値 を付加 して他人 に転貸す る 「付加価値通信業」 や,

ローカルにみずか ら設備 を有 して公衆通信事業 を行な う 「地方公 衆通信業」 の

認可制度 へ と進むのが順序 では ないだろ うか。

航空法には早 くか ら 「利用航空運送事i業」 の規定 がある。(同 法第]22条

の2～ 第125条)。 利 用航空運送事業 とは, .「他 人の需要 に応 じ,有 償 で,

航空運送事業 を経営 す る者 の行 な う運送 を利用 して貨物 を運送す る事業」(同

法第2条 第20項)で,い わゆる混載 に よ り航空会社 か らは大 口貨物 の低額 運

賃の適用 を受け,み ずか ら運輸大 臣の認 可を受け たタ リフを設立 して,差 額 を

収入 とし,か っその恩恵 を前主 に も還元 してい るのであ る。

運輸 と通信 とは,と もに線路 を設備 し,他 人のために前者は人 や財貨 を,後

者は情報 を運搬す る。 わが国において も,運 輸に利用業が ある ように通信 にも

また利用業が あって もよいのではないか。利用業者が高速 の回線 を購入 し,こ

れ を分割 して通信業者 よりも廉価 で再販売 した ら通信業者 の収入 が減少す る ど

い う考え方 に対 し,混 載 を認 めてい る運送界 では次の ような立場 をとっている。

す なわ ち,① 混載 に よって 荷主 は直接運送業者 と契約す るよ り安 い運賃 を享受

し,こ れが需要 を増加 させ,結 果 的に運送業者の増収 につなが る。② 大企業 な

ど大 口の利用者以外の 荷主 に も安 い運賃の メ リッ トを与え る。③ 運送業者 には

小 口貨物 を多数 取扱 う手 間 を省 き,荷 主 には集前,通 関等 のサー ビス を提供す

る,な どである。
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アメ リカvatehて は,1969年(VANの 申請が行 われる4年 前)に 「通

信政策 に関す る大統領特別委員会」 が,通 信について これ と同様趣 旨の最終報

告 を行 ない,さ らに競争は社会 を進歩 させ ると喝破す ると同時 に通信の新 しい

分野へ の新規参入 を推奨 している。

当 局の勇気 ある前進 を期 待す る。

6.CATVに おけ る通 信 制 度

テ レ ビの難視聴解 消のため発足 したCATVは,同 軸ケーブル とい う広帯域

の伝送方式,限 空 されたサー ビス地域,比 較的安価 な視聴覚 出力装置(ブ ラウ

ン管)と い った点 に着 目されて,様 々な新 しいサ ービスが試み られ ようとして

い る。特 に,財 団法 人生活映像情報 システム開発協会が政 府の援助の もとに・

東京都 多摩ニ ュータ ウンお よび奈良県生 駒市 で開発 しつつ ある実験 は,コ ンピ

ュ一一タに よるコン トロール と情報処理 を含む第4世 代 のCATVを 目指 した も

のである。 ちなみ に生駒市 において実施され る予定 のサ ー ビスは,第1表 の と

お りであるが,'亡 れには家庭の端末機 の操作に よる買物,旅 館の予約,お よび

それ らの代金の 自動決済 まで含 まれてい る。

昭和4プ 年,有 線 テレ ビジ ョン放送法 が公布施行 され たが,こ の法律は主 と

して一般TV放 送の再送信 を中心 とした 「有線テ レ ビジ ョン放送」 を対象 とし

た もので,双 方向通信 を含む新 しいサー ビスは全 く想定 してい ない。従 って,

現状 では,実 験 のほ とん どの分野 には一般 の電気通信規律法 である有線電気通

信法,あ るいは利用 関係法 である公衆電気通信法が適 用され る亡 とになるの で

ある。 しか も有線法にはオ ンライン情報 処理 を特別 に取 り扱 う条項(公 衆法第

5章 の4に 相当す る部分)'が 見 当 らない。第1次 の回線 開放 に取 り残されてい

るのである。 そ してここで も問題 の重点は,共 同使用,他 人使用,私 設有線設
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〔第1表 〕 映 像 情 報 システ ム東生 駒 開発 プ ロジ ェク トにお い て実 施 され るサ .
、

一 ビ ス
`

.i

'サ ー ビス 項 目 内 容

1.TV再 送 信
.㌃

V-6局,U-3局,全 番 組 を実施

2.ラ ジ オ 再 送 信 中波 一?局,短 波 一1局,FM-2局,'全 番組 を実 施

ぶTV自 主 放 送 地域番組.生 中継のお献立値動 き
ψ

4.FM自 主 放 送 24時 間編成

5.TVリ ク エ ス ト リク エス トに応 じて即 時 サ ー ビス.予 約 テレ ビ

、
6、FMリ ク エ ス ト リク エス トに応 じて即 時 サ ー ビス,予 約FM

?.チ ャ ン ネ ル 案 内 サービスの利用手風 自主放送の週間番組表,チ ャンネん使用状況

8.CA工 幼児能力の開発,学 校教科,成 人用教科
、

9,デ ー タ ・リク エ ス ト インデ ックス,フ ァク ト,カ レン ト,存 在 の各 情報 レベ ル

10.FA、X－ 方 向 自治体広報,選 別一方向

11.FAXリ ク エ ス ト フ ァク ト,カ レン ト,自 治 体 刊行 物
〆

I

I

12.TVシ ョ ッ ピ ン グ カタ ログ案 内,在 宅 買物

13.キ ャ ッ シ ュ レ ス ショッピング決済,予 約決済1

14.予 約 トラベ ル ・チケ ッ ト,美 容 院,診 療所
1「

.1

15.保 健 福 祉

㍉

医療関係存在情報,診 療補助

16.テ レ メ ー タ 電気,ガ ス,水 道 の 自動 検 針,サ ー ビス利用 状況

1?.防 災 防 犯 火災 ガス洩れ,侵 入者の各検知
1

`

18.一 斉 放 送 災害発生時の情報伝達.避 難指示

19.ユ テ ィ リテ ィハ ウス 全サービスを一般 居住者にも使用可能とする○

20.テ レ ポ ー ト 全利用者の意見反映を実施する。 ＼

」

'9

備相互間お よび これ と公衆電気通信設備 の接続等 にある。現状法 では これ らに

、 対 す る規 制 は公 衆法,有 線 法 と後 の ものほ ど厳 し くな って い る。 、

実 験 プ ロ ジ ェ ク トの う ち,TVシ ョ ッ ピ ン グ,予 約,キ ャ ッ シ ュ レ ス 」 テ レ ・i

メー タ等 のサ ー ビスは,ど う して も外 部 シス テ ムに頼 らざるを得 な し～ 協 会 み ミ‥

ず か らが百貨店や銀行 を営 む訳には行 かないか らである。CATV組 織内 にお

け る通信 関係 法 へ の適 応 もさ る ことなが ら,.こ れ ら外部 シス テ ム との接続 は,㌧

1-23



オ ンライン方式 ではほ とん ど不 可能 とい って よい。(第8図)。

この問題 については,昭 和49年3月 回協会か ら出された 「映像情報 システ

ムサ ー ビス分科 会SG5報 告書」 で詳述 され てい るので,こ こではこれ以上の

議論は省略す るが,世 界的に注 目されてい る,情 報 化社会実現 のための この新

しい意欲的 な実 験が成功す るよ う通信関係法の整備 を望 む とともに,こ れを契

機 と してい る法全般 の体系的見直 しを望 む ものである。

Z新 しい法体系 の設立 と公的裁決機関 の設置

前節 ま.で,わ れわれは回線開放後 もなお横 たわ る各種 の問題を,公 衆電気通

信 とは何 か とい う基本 において捉え,そ の完全独 占形態 の維持が 時代 の趨勢 に

反 し,オ ンラインシステムをは じめ各方 面の情報化の進展 に厚い障壁 を築いて

い る点 を指摘 して来 た。その上,前 回の回線開放は公衆法の改正に 止ま り・ 有

線法,電 波法 は 旧態依然 たるまま手 も加 え られていない ことを も考 察 した。

言 うま で もない ことであるが,鉄 道,電 力等の企業はみず か ら私設の電気通

信設備 に よ リオ ンラインシステ ム等情報化 を進 めてい る。そ してそ の設備 には

マ イク ロ ウ ェ_プ 等 の電 波設 備 も組 込 ま れ て い る。 社 会 的 な情 報化 の波 は,個

別企業間,異 種産業 間のシステ ム リンクの必要性 を今後一層呼び起 こし,国 民

の個人生活,家 庭生活 にまでお よびつつ ある。

われわれが ここに述べた ことの大部分 は,非 公式には,行 政当局 において も

早 くか ら前向 きの意見が出されてい る。特 に,昭 和46年6月 発表 された通信

行政問題研究会の 「通信行政の展望」は,「 公衆電気通信事業」 に新 しい定義

を試み,新 規参入事業者 の許容 を提言す る とともに,ナ シ ョナル ・コモンキ ャ

リアである電 々公社 の行 な う 「デ ータ通信設備 サ ー ビス」 について公社が これ

を行 な う理 由づけ の必要性 を説 くなど,新 しい時代 の通信行政 を真剣 に追求 し
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〔第8図 〕CATVと 外 部 シス テ ム'との接 続'三・

CATV
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工… 映 像 情 報 協 会(コ ン ピ ュ ー タ)

'abc… 同 上 シ ス テ ム 加 入 者(端 末 機)

D… デ パ ー ト(コ ン 、ピ 江 一 夕)

T… 旅 行 業 者(コ ン ピ ュ 一口タ)

XYZ・ ・私 鉄 ・航 空 会 社(コ ン ピ ュ ー タ)

B… 銀 行(コ ン ピ ュ ー タ)

BK… 地 銀 協(コ ン ピ ュ ーータ)

ご)○O
Z1・ ・ ・…
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ている。 また,「 「ジェ リス ト」法上 で発言 されている,郵 政省や寛 々公社 の

幹部 の意見 もこの方 向の正 しい ことを裏付 ちされてい る。

時代 は新 しい革 袋を求 めてい る。 どうか,豊 かな未来 のための新 しい法

の設立が1日 も早 く実現す るよう祈 って止まない。

なお,そ の際是非考慮 に入れ て項 きたいのは,ア メ リカのFCCの よ うな強

力な公的裁決機 関の設立である。現存制 度では郵政大臣の個別認 可を申請 し得

るのは寛 々公社 とい う独 占通信業者だけ である。認 可申請 をす るか しないかが

独 占通信業者 の判断 に よって決せ られ る とい うことは,現 実 にそ れに よる不都

合はも ちろん生 じているとは思 わないが,制 度的 に公正 では ない。 と同時に,

回線 の 申込み を しなければ,さ らに申込 み を してか らかな りの時 日を経 なけ れ

∵ば,'認 可され るか否 かが明かにな らないのでは システムの計画 はで きないか ら

で ある。

寛々公社は,通 信業者で ある と同時 に,民 間 と競争 して,そ の回線 を使用 し

た情報 処理 サー ビスを販売す る情報 処理 業者 であ り,さ らに民間の回線使用 に

関す る第1次 審査機 関になる,と い う3重 人格 を所 有す ることにおいて,倫 理

的 な責任 を負わされてい る。そ してそ の責任は,実 践的態度 において公社がい

かに公正 で善意に満 ちていて も,プ ロメテの鎖の ように この5つ の顔 を持 った

巨人の良心 を締めつけ るの であ る。

既存 の通信業者 と利害 の対立 す るよ うな問題で あって も,事 業計画 の段階 で

公正 な審査 裁定 を受け られ る ような機 関の設立は,新 しい法体系 の運用 を支え

るもの として欠 くことのできない もので あろ う。 』'

(似 上)
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(注)

昭和46年2月,郵 政省内の課長補佐ク ラスが 自主的 に集 ってつ くった研究

会

(同 報告 書まえが き)
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は じ め に

コ ン ピ ュ ー タ技 術 と通 信技 術 の発 展 に 伴 い ,そ の融合 化 され た オ ン ライ ン ・

システ ム,ま た は コ ン ピュー タ通 信 の利 用 が世 界 各 国 にお いて 関心 の的 とな っ

て い る。 特 に近 年,大 規模 集 積 回路 の飛 躍 的 技術 進 歩 に よ り,工Cメ モ リーや

論理 回 路 の コ ス ト低下 が もた らさ れ,CPU本 体 のみ な らず 端末 装 置 や 集 線 装

置 に,そ れ ら工Cに よる論 理機 能 や 記 憶 機 能 が大 巾 に組 み込 ま れ る よ うにな っ

た 。

こ の よ うに,コ ン ピュー タ ・シ ステ ム の構 成 要 素 が複 雑 な機 能 を有す る よ う

に な り,イ ンテ リジェ ンスが 分 散 され る よ うにな る と,そ れ らの コ ン ピ ュー タ

・リ ソー ス を有 機 的 に結 合 す る ネ ッ トワー ク化 の 傾 向が増 大 す る
。

シス テ ムの ネ ッ トワー ク化 とは ,簡 単 に 言 って通 信 施設 を介 して シス テ ム ・

リソース を互 い に結 合 す る こ とで あ り,地 域 的 に分散 され た情 報 源 と処理 機 能

とを相 互 通 信 に よって 結 び つけ,リ ソース を共 用す る こ とに よって効 果 的 な 情

報 処理 を行 うこ とを 目的 とす る。

現 在,デ ー タ伝送 に最 も一 般 的 に使 用 され て い る通 信媒 体 は,電 話 回 線 で あ

る。 コ ン ピ ュー タ通信 の利 用形 態 の 多 様化 と,地 域 的,情 報量 的 拡 大 に対処 す

るた め,通 信 回線 の効 率 的利 用 につ いて 多 くの工 夫 が され てい る。 ネ ッ トワ ー

ク化 の要 求 に応 え るため,新 しい端 末装 置,通 信制 御機 器 ,ミ ニ コ ン と言 った

ハ ー ドウ ェアが 出現 しつXあ り,伝 送 制 御 手 順 に つ いて もハイ ・レベ ル手 順 が

実 用化 さ れ つSあ る。

オ ン ライ ン ・シス テ ムの利 用者 に とって は,適 用 業務 の拡張 ,情 報 量 の増 大,

地 域 的 分 散 と言 っ た要 求 に対 して,容 易 に対 応 で き るシ ス テムの 融 通性 と拡 張

性 が 大 きな 関 心事 で あ る。端 末 装 置 台数 の増 加 が 直 接的 に回線 数 の増 加 に結 び
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つ き,そ れが オン ライン適用業務 プ ログ ラムの変更にまで波及す る従来 の シス

テ ムの不便 さか ら,脱 却す る必要性 が生 じて きてい る。

この ように,コ ンピュータ通信 に関す る技術 と利 用上の要求が,急 速 に変化

しつSあ る状況 において,通 信施設 とそ の利用制 度 もまた時代の要求 に対応 し

て,変 革す る必要が ある。

特 に電話網を主体 とした現在の通信施設 とサ ー ビスは,も ともと音声通信 を

目的 と した もので めり,デ ータ伝送 のためにはいろいろな不都合が生 じて きて

い る。 コンピュー タと通信 の融合を妨げ る諸要因は,大 別 して技術的問題 と利

用制度上 の問題 に別け られ る。

従 ってそれ らの問題を明 らか にす る 目的 で,欧 米 の主要国におけ る通信 サー

ビスの現状を,デ ータ通信 の観点か ら料金体 系 も含 めて考察 し,諸 外国 と我国

の実状 を比較検討す ることに した。 また現在 の通信施設 の有す る技術的問題点

についてふれ,各 国にまナいて計 画され ている新 デー タ通信網の概要 につ いて記

述 したい と思 う。

これ らの資料 は,コ ン ピュ ー タ通 信 の技 術 的 将 来 展望 と ともに,今 後 の コ ン

ピュ ー タ利 用の 促 進 を うながす 諸 対 策 の立案 の た め に,役 立 つ もの と期 待す る。

ぐ

1.コ ン ピュー タ と通 信

コ ン ビ=・ 一■■が世 に現 わ れ て か らお よそ20年,オ ン ライ ン ・シス テ ムが 出

現 して か ら10年 余 とみ る こ とが で き る。 そ の間,我 国 の コン ピ ュ ー タ設 置 台

数 は,49年4月 現 在 で2万3千4百 台,そ の うちオ ン ライ ンに使 用 さ れ て い

る もの は 約9百 台 と言 われ る まで に成 長 した。 この オ ン ライ ン ・シ ス テ ムは電

々公社 の 回線 を利 用 した もの のみ で あ り,い わゆ る イン ハ ウスの オ ン ライ ン ・

シ ステ ム も含 め る と,そ の数 は か 左 り増 え る こ とに な る。

P
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θ

コ ン ピュ ー タ技術 の発展 経 過 を な がめ てみ る と;1956年 か ら現 在 ま での

約20年 間 に,100万 字 の情 報 を磁 気 デ ィス・ク上 に1ケ 月 間 記 憶 して お く費

用 は5S分 の1た 低下 した。 同 じよ うに磁 気 デ ィス ク上 の情 報 に対 す る ア クセ

ス ・タ イムは,・・こめ 簡 に約27倍 も早 くな って い る。 そ の他,記 憶 容 量,情 報

記 録 密 度,電 子回 路 素子 密 度,サ イ クル ・タイ ム・な どの数 字 に より,技 術 革 新

の大 きさ を表現 す るす べ は豊 富 で あ る。

言 うまで もな く,コ ン ピュ ー タは大 量 の情 報 を記 憶 已 分類 し,集 計 し,編

集 し,印 刷 す る。 大 容 量 の情 報 記 憶 能 力 と高 速 ア クセス ・タイ ム,そ れ に情 報

フ ァ イル の編集 技術 が結 びつ い て,記 録 情 報 の経 済 的 索 引が 可能 に な っ た。 ま

た情 報 の集 中化 は,多 目的 フ ァイル の利 用 を うなが し,デ ー タ通 信 技 術 の発 展

に支 え られ て,コ ン ピ ュー タの ダ イ ナ ミック ・フ ァイル管理 能 力が ,遠 隔地 か

ら即 時 に利 用可 能 に な った 。

コ ン ピ ュ ー タの機 能 が 向上 す れ ばす る程 ,そ の能 力 を フル に活 用す るた め,

通信 回線 を介 して情 報 の収 集,分 配 を行 う傾 向が 増 大す る。特 に オ ン ラ イン'

シス テ ム の利 点は,情 報 の発 生 も し くは 必要 と同時 に ,即 時に 処理 し,結 果 を

入 手 で き る ところ に ある。 ま た 遠 隔情 報 処 理(RJE)や タ イ ム ・シ ェ ア リン

グ ・シス テ ムの よ うに,計 算 セ ン タ ーの コ ン ピ ュー タ ・パ ワー を必 要 な とき共

用 して 利 用す る こ とが で き,ハ ー ドウェ ア,ソ フ トウ ェア,保 守 な どの重 複 を

避 け る こ とが で きる。

この よ うに コン ピュ ー タ発 達 の 歴史 は,よ り速 く,安 く,大 量 に,多 目的 に,

いつ で も,誰 で も,ど こか らで も利 用 で き る よ う,そ の技 術 を 追求 して きた と

み る こ とが で き よ う。

初 期 の 頃 の オ ン ラ イン ・シス テ ムは,西 欧諸 国 に お いて は ,テ レ ッ クス 回線

網 と結合 して 開始 され た。 不 幸 に して我 国 に おい て は,公 衆 電 気 通 信網 とコ ン
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ピュ 一 夕の結 合 は,近 年 ま で制 度 的 に許 可 さ れ てい なか った た め,こ の過 程 か

らは 出発 して い な い。

・`ぼ コン ピ ュー タの入 出力 装置 と して,印 刷電 信 機 器 の紙 テ ープ穿孔 機 澄 よび読

取 機 が 使 用 され た こ とは よ く知 られ て い る。 そ れ な らば 遠 隔地 か ら送 られ て く

るデ ー タを,計 算 セ ン ターで穿 孔紙 テ ー プに一 旦 変 換 す る こ とな く,直 接 に コ

ン ピュ ー タ と加 入 電 信 回線 を結 合 させ る方法 が 考 え られ た 。そ の後 ま もな く,

よ り早 く,信 頼 性 の高 いデ ー タ伝送 を行 うた め に電 話 回線 を利 用 す る よ うに な

った 。

印刷 電 信 は,通 信文 の文 字/数 字/記 号 を5単 位 な り6単 位 な りの ビ ッ ト数

か らな る符号 体 系 で表 し,そ れ にス ター トとス トップの2ビ ッ トを符 号 の 前後

に付 加 して電 気 信 号 と して 伝送 す る方 法 で あ る。0ビ ッ トは 電 気 信号 の プ ラス

に相 当 し,1ビ ッ トは マ イ ナス に相 当す る。 コ ン ピ ュー タは デ ータを ビ ッ トや

バ イ トで表す 技 術 を駆 使 して お り,こ の よ うに印刷 電 信 は デ ー タ伝送 の技 術 的

見地 か らみ て,親 和 性 が強 い と言 うこ とが で きる。

これ に較べ て,電 話 回線 は音 声 信号 を波形 と して伝 送 す る もの で あ り,符 号

を構 成 す る ビッ トを,異 った 二種類 ま たは 複数 の 電気 波 形 に置 き換 え て,は じ

めて デ 「 タ伝送 が 可 能 にな る。 この た め に電 話 回 線 の 両端 で は,信 号変 換 の た

めに モ デ ムを 必要 とす る。 高速 電 送 用 の モ デ ムの 価格 はか な り高 価 な もの とな

る。 そ の他,電 話 網 では 音 声 周 波数 に変 換 して デ ー タを伝 送 す る性 質上,各 種

のひ ずみ,干 渉,雑 音 とい った技 術 上 の や っか いな 問 題 が あ り,ま た電 話 網 の

利 用 特性 とデ ー タ伝送 は合 致 しな い不 都合 が あ る。

印刷 電 信 の よ うな方 法 を デ ジ タル方 式 と呼 び,電 話 の よ うな 方法 をア ナ ログ

方 式 と呼 ん で い る。 デ ジ タル方 式 は コ ン ピ ュ ー タ技 術 とな じみ 易 い性 質 を もっ

て い る と言 って も,従 来 の テ レ タイプの技 術 で は伝 送 速 度 が50bpsで 伝送
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能 率 が 悪 く,そ れ に電 圧 ・電 流値 が高 くス マ ー トな方 法 とは言 え な い。 伝送 符

号 は 限定 さ れ て しまい,エ ラー検 出 の方法 は完 備 され て い ない。 これ らの欠 点

を改 善 し,エ レ ク トロニ クス時 代 の デ ー タ伝送 設 備 を,導 入 し よ うとす る計 画

が各 国 で考 え られ て い る。 これが デ ジ タル ・デ ー タ交 換 網 計画 で あ る。

,

2.欧 州 各国 の通 信施 設

世 界 中の通 信手 段の 中 には い ろ い ろな方 法 が あ るが,そ の 中 で も最大 の 設 備

資産 は 電 話 通信 網 で あ る。世 界 中の 電話 器 設 置 台数 は 約3億 台 あ り,大 ざっ ぱ

にみ て そ の50%は 北米 大 陸,す な わ ちア メ リカ とカナダ に あ る。30%は 欧

州 に あ り,西 欧 諸 国 では20%を 保 有す る こ とに な る。 日本 は 世 界 中 の100/o

を 占め て お り,ア メ リカに次 い で第2位 で あ る。 残 りの!00/oは ア フ リカ,南

米 な どの諸 国 に設 置 され てい る。

コ ン ピ ュー タ と通 信 回線 を結 合 す る場 合 ,最 も手 近 に あ り.し か も容 易 に利

用可 能 な方法 と して,一 般 的 に電 話 回線 を 使用 す る よ うにな った のは 当然 で あ

る。 そ こで諸 外 国 の うち,は じめ に欧州 の主 要 国 の い くつか につ い て,デ ー タ

伝 送 に利 用可 能 な通 信施 設,主 と して電 話 回線 に つ い て現 状 を記 述 す る こ とに

した い 。

■

2.1フ ラ ン ス

電話加入者数 は,現 在6eO万 た らずで あり,我 国の ÷ に満 たない。電話

交 換 網 の単位 料 金 はO.35フ ラ ン(25円)で,市 内 で 時分制 は採 用 され て い

な い 。(表t参 照)こ のた め,ダ イヤル して一旦 接続 す る と24時 間使 用 され

る こ とを防 ぐ意 味 で,デ ー タ伝 送 を行 う加入者 は 次 の二 つ の方 法 の い つれ か を

選 択 しな けれ ば な らな い。 す なわ ち コ ン ピュ ー タに結 合 され る交換 網加 入 者 線
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につ い て,月 額420フ ラ ンの 追 加 料金 を払 うか,メ ー タを取 り付け て も らっ

て 昼 間 につ い て のみ,3分 間 毎 の 時 分割 を とるか のい つ れか で あ る。 参 考 ま で

に,パ リと田舎 とでは,電 話基 本料 が異 る。

電話 専 用線 は基 本 的 に,普 通 規格 と高 品 質 規格 の二 種類 で あ り,普 通 規格 は

2線 式 と4線 式 を選 択 で きる。(表2参 照)

一本 の 専 用 回線 を一端 も しくは 両端 で ,二 者 の共 同使用 とす る場 合 は,月 間

使 用料 は1.4倍 とな る。 長 距 離 回 線(専 用 線)と 電 話 交換 網 の相 互 接続 を行 う

場 合は,や は り1、4倍 とな る。 長 距 離専 用 線 の 夜間 の み の使 用 契 約 で は,使 用

料 は半 額 の 割引 が あ る。 分 岐 接 続 に対 しては 表2のb)とC)が 適用 され るが,

10knま で は 月額 使 用料 の2倍 となる。 フ ランス の専 用 回線 料 金 の特 徴 は,距

離350㎞ 以 上 で定額 と友 る点 で あ る。

電話 専 用 回線 の他 に,広 帯 域 伝送 回線 が デ ー タ伝送 に使 用 で きる。 また

2.048Mビ ッ トのPCMチ ャ ン ネルが 提 供 さ れ て い る。(表3参 照)

現 在 の通 信施 設 では,デ ー一夕伝送 の需 要 に対 処 で きな い た め,フ ラ ンスPT

り

Tは 中間解 決 策 と して の,デ ー タ伝送 用 施 設 で あ るCaducee計 画 をす でに 稼

動 させ て い る。

く

2.2西 ド イ ツ

電 話 加 入者 数 は 昨年 末 で1200万 弱 で あ る。電 話 設備 料 は200マ ル ク

(2万5千 円)で,月 額基 本 料 は20マ ル クか ら32マ ル ク と町 の 大 きさ に よ

って異 る。

電 話交 換 網 の 単位 料 金 はO.23マ ル ク(29円)で,市 内 では 時 分制 を採 用

して い ない 。(表4参 照)'、

西 ドイ ツには,電 信 型 交換 網 で200bpSま での電 送 可能 な,全 二 重 方式

`
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●

のh迦texと 呼 ば れ る伝 送 サ ー ビスが あ る。 設備 料 は400マ ル クで 月額 基 本

料 は,ダ イヤル装 置 も含 めて200マ ル クで あ る。Da七 θxの 単 位 料 金 はalO

マル クで,市 内 では昼 間15秒,市 外 でa57秒 ,夜 間は 市 内,市 外 と も45

秒 で変 らない。

電 話 専 用 回線 は,普 通 規 格 とデ ー タ伝送 品質 のM102規 格 の 二 種 類 が あ る。

(表5参 照)2線 式 の設備 料 は200マ ル ク,4線 式はaOOマ ル クで あ る。

周 波数 分割'と時 分割 に よる分 割使 用 に は,付 加 料 金が 加 算 され る。 市 内 専 用

回 線 で は 月額80マ ル ク,市 外 専用 回線 では 月額 補 償料 の4倍 が これ に あた る。

広 帯域 伝 送 回線 は,10KHz,48KHz,240KHzと5MHzの 四 種類 が

あ る。 これ らにつ い ては,補 償 料 と4線 式 の 追加 料金 は 加 算 され な い 。 しか し

5MHzを 除 い て 分割 使 用料 は 必 要 で あ る。(表6参 照)

ドイ ツ連 邦 郵電 省([PTT)は,電 気 通 信施 設の 利 用 に関 して,次 の制 度 を

制定 して い る。 す な わ ち,利 用者 た る企 業 の形 態,適 用 目的,お よび結 合 形 態

に よっ て,デ ー タ端 末(DTE)が ドイ ツPTTの 定 義 す る専用 網(Pri▽ate

NθtWork)か,ま た は公 衆 網(Pub■icNe七work)の いつ れ の一 部 分 とみ

な さ れ るか の 分類 で あ る。 ドイ ツPTTの 分類 に よれば,同 一 の企 業 で交 換 網

との相 互 接続 の ない もの は 専用 網 で あ り,そ こに接続 され るDTEは 私 的 通 信

システ ムの 一部 とみ な さ れ る。 これ に対 し,同 一 企業 で も交換 網 に 相互 接 続 さ

れ る もの,も しくは複 数 企 業 で あ る場 合 には公 衆 網 の延長 で あ り,DTEは 加

入 者 機器 とみ なさ れ る。

専 用網 の 範疇 に入 る専 用回線 は,非 交 換 電 信 回 線 や非交 換電 話 回 線 と呼 ば れ,

料 金 体系 は表5お よび 表6が 適 用 さ れ る。

公 衆網 の延長 とみ な され る場 合 は 三 つ の ケースが あ る。 それ らは1)DTE

が 接続 装 置 を介 して ドイ ツPTTの 公 衆 電 気 通信 網 と相互i接続 さ れ る場 合,
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2)オ ンライン ・ネッ トワークのいつれかの個所 で,他 使 用者のDTEと 接続

され る場合,5)第 三者のために メッセージ交換,ま たは データ伝送が行われ

る場合である。 この範疇 におけ る専用回線 を,公 衆非交換回線 と名付け,さ ら

にこれ をいわゆる専用回線 と私 設通信回線 の場合 に区別 して いる。'公衆 網の一

部で ある専用回線 について の料金は,月 額基本料 と伝送速度別㎞あた り月額使

用料か ら算定 され る追加料金の対象 とな る。

2.3イ タ リ ヤ

イ タ リヤ の電 気 通 信事 業 は,電 話 につ い て は民 間 企業 で あ るS工Pが 主 にた

ず さわ り,電 信 と長 距離 伝 送路 につ い てはPTTが たず さわ って い る。

電 話 加 入 者 数 は 約800万 で ある。 電 話 の月 額基 本 料 は,2,630リ ラ

(1,230円)で 一単位 料 金 は25リ ラ(11.6円)で あ る。(表7参 照)電

話 交 換 網 で デ ー タ伝送 を行 う場 合 は,企 業 敷 地 へ の 加入 者 線 引込 本 線 に よって,

一種 の付 加 税が 加 算 され る
。 それ は50回 線 以 内で は一 回 線 あた り月ee7,080

リラ,50回 線以 上 の部 分 につ い て回 線 あた り ろ,533リ ラで ある。

電 話 専 用 回線 は,普 通 規 格 と高 品質,M102規 格 とが あ る。表8は 普 通 規

格 で音 声 通信 の み が許 され る専用 料 金 表 で あ り,こ れ に上 記 の付 加 税 を 加算 し

て デ ー タ伝 送 が 可 能 とな る。 引込 線 は,デ ー タ伝 送 を行 う交 換 網 と専 用線 の 引

込 線 を合 計 して計 算 す る。

4線 式 は 市 内 区 間 につ いて の み,1Kirkあ た り1,000リ ラ追 加 とな り,結 局

2線 式 の倍 とい う こ とに な る。

広帯 域 伝 送 サ ー ビス と しては,4SKHzと240KHzが あ る。48KHz

につ い 》(は普 通電 話 回線 の10倍 で あ り,240KHzに つ い ては,市 内区間

に対 して1KTtiあ た り1,000リ ラ と等 化 器/増 巾器 レン タル,長 距 離区 間 に対
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して48KHzの4倍 が 請求 さ れ る。

な おPTTか らの全 て の請求 書 につ い て,そ の金額 の12%が 附 加価 値 税 と

して加 算 さ れ てい る。

β

2.4イ ギ リ ス

電 話 加 入 者数 は昨 年 末 で1,123万 で あ る。電 話 の 月額 基本 料 は;2.42ボ

ン ド(1,フ00円)・s単 位 料金 は1 .5ペ ンス(約10円)と 欧 州 国 の中 で 安 い

部類 に属 す る。(表9参 照)

電 話 専 用 回線 は,音 声用 に使用 され る ス ケジ ュ ールA,B,Cと,デ ー タ伝

送 や フ ァ ク シ ミリに使 用 され るス ケ ジ ュ ールD(M102規 格 相 当 うが ある。

(表10参 照)ス ケ ジ=一 ルDの 伝送速 度 は,使 用 され るモ デ ム に よっ て異

るが,拓7の モ デ ムで2,400bPSま で伝 送 可 能 で ある。

イ ギ リスでは 伝 送 サ ー ビス を,デ ーテ ル と呼 ん で お り,次 の よ うな交 換 と専

用 の サ ー ビスが あ る。

デ ーテ ル100は,テ レ ック ス網 を通 して50bpSま で,専 用 電 話 回線 を

介 して110bPSま で伝 送 可能 で あ る。

デ ーテ ル200は,電 話 交換 網 を通 して200bpSま で,全 二 重 で サ ー ビ

ス提 供 す る。PostOfficeの デ ーテ ル ・モ デ ム願2(月 額 レン タル835ボ

ン ド)が 必 要 で あ り,イ ン タ ーフ ェ ース はV21,自 動応 答機 能 を内 蔵す る。

料 金 は電 話 交 換 網 料 金 が適 用 され る。

デ ーテ ル400は,主 に テ レ メー ター に使 用 さ れ るア ナ ログ,ま たは デ ジ タ

ル の単 方 向伝 送 サ ー ビスで あ る。

デ ーテ ル600は,電 話 交換 網 また は 専 用 回線 を通 して1,200bpSま で

伝 送 可 能 で あ るが,600bPSま では 保証 付,t200bPSは 保 証 さ れな
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い。 モ デ ム糸1が 使 用 され,イ ン タ ーフ ェス はV23お よびV24に 準拠 す る。

モ デ ムは い くつ か の型 式が あ り,半 二 重,全 二 重,単 方 向,ア5bPSバ ック

ワー ド,チ ャ ネル付 な どが あ る。 モ デ ム月額 レ ン タルは,8.う ろポ ン ドで ある。

交 換 網 サ ー ビスの 料金 は 電話 料 金 が 適 用 され る。 専 用 回線 サ ー ビス には,自 営

モ デ ムが 許 され る。 ま た この 回線 料 金 と して は ス ケジ ュー ルCが 適 用 さ れ る。

デ ーテ ル2,400は,専 用回 線4線 式 で モ デ ム斯7を 使 用 し,2,400bp

S－ 定速 度 で伝送 可能 で あ る。75bPSの パ ック ワー ド ・チ ャ ネル の付加 が

可 能 で あ る。 専用 回線 の バ ックア ップ用 と して,電 話 交 換 網 で600bps'一 一

定 速 度 に切 り換 え る予備 機 能が あ る。 あ る場 合 には予備 と して,1,200bp

Sに 切 換 え る こ と もで きる'。モ デ ムの 月額 レン タルは25ポ ン ドで,適 用 さ れ

る回線 料 金 体 系は,ス ケ ジ=..一ールDで ある。

デ ーテ ル ・ダ イヤル ア ップ2400は,電 話 交換 網 を通 して 半二 重 伝 送 を提

供 す る。 バ ック ワ ー ド ・チ ャ ネルは 付加 され な い。

バ ックア ップ として,1 ,200bpsま たは600bpsに 減速 して 便用 す

る予備 機 能 が ある。2,400bPSに 対す る保 証 は与 え られ な い。 サ ー ビスの

提 供 は,PostOfficevaよ る特 定 の 伝送 品質 テ ス トの 結果,決 め られ る。 こ

の サ ー ビス のモ デ ム月 額 レ ン タルは27ボ ン ドで あ る。

デ ーテ ル48Kは,専 用 チ ャ ネル に よる広 帯域 伝 送 サ ー ビス で ある。 全二 重

の40.8KbPS,48Kbps,お よび50KbPSの い つ れか 一 定 速度 が

利 用可 能 で ある,,広 帯域 伝 送 サ ー ビス に は特 別 の加 入者 線 を必 要 と し,料 金 は

条 件 に よって異 るの で,P.○.に 問 い合 せ る こ とに な る。

な お イ ギ リス の国 内電 気 通 信 サ ー ビス の料 金 に は,10%の 付 加価 値 税 が 加

算 さ れ るが,こ れ は料金 表 の 数 字 に は含 まれ て い な い。
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3,米 国 ・カ ナダ の通 信施 設

北 米大 陸 につ い ては,世 界 の通信 施 設 の大 半 を有 して い るだ け に,そ の サ ー

ビス もきわ めて 多 様 で あ る。 ま た米 国 ・カナダ とも多 くの通信 業 提供 会社 が あ

り,州 にまたが る場合 お よび地方 に よって事情が異 るたあ,一 が いに論 ず るこ

とは で き ない 。 しか し,デ ー タ伝 送 に利 用可 能 な サ ー ビス の主 な もの に つ い て,

米 国 で はATTを 例 に,ま た カナダ では ベ ル ・カ ナダ を例 に記 述す る こ とに し

た い。

5.1'米 国

ア メ リカに は,公 衆通 信 業務 を提供 す る コモ ン ・キ ャ リヤ と しての 会 社 が,

約2800あ る。 ベ ル ・テ レホ ン ・システ ム系 の会社 の 中心 はATTで あ り,

20あ ま りの運 営 体 か らな り米 国 の電 話 の80%を 占有す る。 そ の他 の会社 の

大 半 は独 立 電 話 協 会 に属 し,GTE会 社 を リーダ ー とす る ところか ら,GTE

グ ル ープ と呼 ば れ る。 そ の他,国 内電 信事 業 を行 うウ エス タ ン ・ユ ニ オ ン電 信

会社 が あ り,国 際 通信 には 三 つ の代 表 的 な事 業体 が存 在 す る。

電 話 交 換 網 の料金 は,最 初 の5分 間 とそ れ に続 く1分 間毎 の料金 か らな り,

距 離 に よ りそ れ らの料 金 が決 め られ てい る。料 金体 系 の全 体 につ いて表 記 す る

こ とは,か な りの ス ペ ー ス を必要 とす るの で,そ の一 部 につ い て参 考 ま でに挙

げ る こ とにす る。(表11参 照)一 例 と して,昼 間 に おけ る10Km以 内 の,

最 初 の3分 間 は1フ セ ン トで あ り,そ れ に続 く1分 間 毎 は5セ ン トで あ る。 料

金 体 系 は昼 間,夕 方,夜 間,週 末 と異 る。

専 用 回線 に対 す る料 金 体 系は,AT&Tタ リフFCO書260に よっ て規 定

され る。 これ は州 に またが る専 用 回線 の 料金 を表 し,州 内 に とX'ま る 回線料 金

は そ れぞ れ 地 方 のベ ル 系会 社 に よって 多少 異 る。 主 要 な 専用 回線 の サ ー ビスは,
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低速 電 信 型 の1,000シ リー ズか ら,広 帯 域伝 送 路8000シ リー ズ ま で多種

に わ た る。9000シ リー ズは な く,10000シ リーズは 自営 通 信 シス テ ム

の 市 内 引込 線 設備 を 指定 す る。 この うちデ ー タ伝送 に関係 す る主 力 ものは,電

話 級 の5000シ リー ズ と4000シ リー ズ,広 帯域 で 旧称 テ ルパ ッ クと呼 ば れ

る5000シ リー ズ,そ れ に広 帯 域 伝送 路(48KHz)の8000シ リー

ズが ある。各 シ リー ズはそ の内 容 が,さ らに 目的別 や特 性 に よって 細か く分類

さ れ て い る。 シ リー ズの うち,デ ー タ伝 送 や テ レメー ター リン グに使 用 され る

電 話 級 サ ー ビス品 目(広 帯 域 の 分割 チ ャ ネル も含 む)に つ い て,伝 送 品質 調 整

の た めの コ ンデ ィシ ョニ ン グが ポ イソ トー ポ イ ン ト,分 岐使 用 の 目的 に応 じて

数 種類 サ ー ビス され る。 この追 加 月 額料 金 は,種 類 と条 件 に よ り大 巾 に異 る。

TypeC2の コ ンデ ィシ ョニン グはMlo2品 質 に 相当す る 。

電話 級 専用 回線 の料 金 は,表12に 示 さ れ てい る。 設備 料(一 時 払)は50

ドル,月 額 保守 料 と して電 話 局 の 専用線 保守 端子 につ き,半 二 重 で15ド ル,

全 二重 で16.5ド ルが 請求 され る。 同 じ電 話 局 におけ る同種 サ ー ビス に対 す る

追加 保 守 端子 に つ いて は,割 引 保 守料 が 加 算 され る。3000シ リー ズの うち

デ ー タ伝 送 用は,タ イプ5002が 概 当す る。C2:・ ンデ ィ シ ョン付は タイ プ

5004と 呼称 さ れ る。料 金 計 算 にお い て は,複 数 都 市 に ま たが る回線 の場 合,

リン ク数 が異 るた め.マ イ ル数 の他 に経 由す る電 話 局 の数 に よって計 算 さ れ る

保 守料 が 加算 され る。4000シ リー ズは,も と もとコ ンデ ィシ ョニ ン グされ

た 回線 サ ー ビス で, 、4001は デ ー タ伝 送 用,4002は 写 真 伝 送 用 で あ り,

そ れぞ れ料 金 体 系 が 異 る。 保 守 料 も上記 金 額 とは 多少異 る。

広帯 域 伝送 路 サ ー ビスは 基 本 容 量 に よっ て・240KHzの5700シ リ■一・一

ズ と約1MHzの5800シ リー ズが あ る。 さ らに端 末 回線 の 種 類 に よっ て タ

イプ に細 分化 され る。4巳8/50KbpSサ ー ビスは,タ イ プ5701と な
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る。

さ らに広 帯域 伝 送 路 サ ーU'ス としては,基 本 容 量4SKHzの8000シ リ

ー ズが あ る。 これ も端末 回線 に よって,各 タ イプ に分類 され,タ イ プ880 .1

は40・8/50Kbps,タ イ プ8805は19 .2Kbpsと な る。 広 帯 域 伝

送路 サ ー ビスの料 金 体 系 は表15に 示 され る。

この 他 米 国の 電気 通信 サ ー ビスは,広 域 電話 サ ー ビス(WATS)や ,広

帯 域 交換 サ ー ビス と して のデ ー タホ ー ン50な どの,き わめて 多 種 多様 な もの

が提 供 さ れ て い る。

,
◎

■

3.2カ ナ ダ

電気 通 信 役 務 を提 供 す る事 業 体 は,カ ナダ に約1 ,gOOあ る。.こ の うち

Beユ].Oanadaが 電 話 事業 に おけ る最 大 の 会社 で あ り,こ の グル ーーブが 電 話 の

70%を 占め て い る。

1951年 に,8つ の大手 電話 会 社 か らな る協 力体 制 と して ,TCTS(ト

ランス ・カナ ダ'テ レホ ン ・シス テ ム)が 発 足 し,現 在 に至 って お り,そ の リ

ーダ ーは ベ ル カ ナダ で あ る
。 大 手電 話 会社8社 とそ の 系列会社 を 含 め て,TC

TSは 電 話 の96%を 占め る こ とにな る 。

この 他 カナ ダに は,鉄 道 業務 の電 信 部 門か ら出発 したCN/CPT(カ ナデ

ァ ン ・ナ シ ョナル鉄 道/カ ナデ ィア ン ・パ シ フ ィ ック鉄 道 の通 信事 業 体)が あ

り,主 に 専用線 サ ー ビス と電 報 そ れ に 多 少 の公 衆 電 話役 務 を提 供 して い る。

同種 の サ ー ビス につ い て も,TCTSとCN/CPTで は料 金 に差 異 の あ る

場 合 もあ るが,こ の 記述 にお い て は簡 単 にす るた め,TCTSを 例 に説 明 した

い 。

電 話 交 換 網 料金 につ い ては,TCTSの 長 距 離 電話 の場 合 に つ いて ,.表14
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に例 示す る。TCTS内 で あ って も,同 一 の電 話会 社 サ ー ビス地 域 内 に終止 す

る通 信 につ い ては,そ れ ぞれ の会社 に よって 多少異 る料金 が適 用 ざ れ る。 夕方

料金 は 通 常 料 金 の700/o,深 夜料 金 は1分 間 あた り50セ ン トを最高 と し・ 通

常料 金 の500/oと な る。

専 用 線 サ ー ビス につ い ては,サ ブ ・ボ イス 級の ス ケ ジ ュール1か ら5Aま で

と,電 話 級 の ス ケ ジ ュール4に 属す る 四種 類 の タイ プが あ る。広 帯 域 伝送 路 と

して 四 種 類 の テ ル パ ック(A,B,C,S)と,そ れ らを利 用 した広 帯 域 サ ー

ビスが 提供 さ れ る。

カナ ダ のス ケ ジ ュ ール4タ イプ4は,米 国(ATT)の タ イプ ろ002相 当

と言 った よ うに両 国 の間 には,サ ー ビス 品 目的 にか な り似 か よった 形 態が み ら

れ る。参 考 ま で に電話 級M102規 格,す な わ ち米国 の タイ プ ろ002でC2

コ ンデ ィシ ョンは,カ ナダ のス ケ ジ ュール4タ イプ4Bに 概 当 す る。

電 話 級 専用線 料 金 につ い ては 表15に,広 帯域 伝送 路料 金 につ いて 表16に

例示 す る。 い つ れ も他 の電 話 会 社 の 地 域 に また が る場 合 の料 金 体 系 で,同 一電

話会 社 の領 域 内 に おけ る回 線料 金 は,そ れぞ れ 多少異 る。 専 用線 料金 表 にお い

て,1/4マ イル まで の加 入者 線2線 式 の料 金 は 含 ま れ て い る。4線 式 とす る

場 合 お よび1/4マ イル以 上の 加 入者 線 に つ いて 月額 レン タル が 加算 され る。 金

額 は 引込 線 の 数 に よる割 引 や,建 物 内端 子 集 束,電 話 局 端子 集 束 な どの条 件 で

異 るが,一 般 的 に1/4マ イル あた り最初 の 回線 に つ き1.85ド ル,追 加 回 線

につ き70セ ン ト前後 と比 較 的 低廉 で あ る。

そ の 他 カナ8;で は,米 国の 場 合 と同 じ よ うにWATSや 使 用 時 間 に よる契 約

な ど多様 な サ ー ビスが 提供 さ れ るほ か,回 線 交換 サ ー ビス と しての 各種 の

Msu■ticomや 広 帯域 交 換,専 用線 と して の各 種 多重 化 サ ー ビス な ど,サ ー ビ

ス品 目は きわ め て豊 富 で ある。
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4.各 国料金制 度の比較

これ まで欧米 の主な国 々の,通 信施 設の現状 とそ の料金体系について述べ て

きたが,そ れ らの国 々と我 国の料金(特 定回線 に関す る新料金で昭和50年7

月1日 より適用 され る)に ついて比較す る試みを行 った。

,

●

4.1欧 米 各 国 の 料金 比較

電話 級 専 用 回線4線 式 で,デ ー タ伝送 に 使用 さ れ る高 品質規 格,M102相

当 の もの につ い て,欧 米 各 国を 比較 す る こ とに した。 この比較 の 目的 は,最 初

に我 国 を除 く各 国 の料 金 につ い て,上 限 と下 限 を見 出 し,次 に我 国 の新 料金 を

そ れ らに 対 比 させ る た め で あ る。

欧 米 諸 国 に お い て,料 金体 系 の上限 は西 ドイ ツで あ り,下 限 は イ ギ リス で あ

るこ とが 図1か ら明 らか にな る。 この比 較 に お い て,距 離iは便 宜 上250Kmま

で と したが,さ らに長 距 離 を みた場 合(1000㎞)で も,こ の傾 向 は 変 らな

い。

ア メ リカは イ ギ リス の料 金 とほ とん どは りつ いて お り,500Kmま では きわ

め て隣接 してい る。 参 考 ま で に イ ギ リス は500KmLJ上 均 一料 金 とな るた め,

そ れ以 上 の距 離 で は ア メ リカ とイ ギ リス の料 金 差 が 増 大 す る。 図3に これ を例

示 す るた め,ア メ リカの料 金 を書 き込 ん で あ る。

図1に おい て,カ ナ ダ は ア メ リカ よ り高 く,ま た フ ランス はほX'中 央 に位 置

す る こ とが 判 る。 他 の 欧州 国は大 体 に おい て 中央 また は それ以 下 に位 置 す るが,

オ ラ ンダ,ス イス,ベ ル ギ ーの よ うな面積 の小 さ い 国 では,例 外 で あ る。

4.2外 国 と我 国 の料 金 比 較

欧 米 各 国 の上 限 と下 限,す なわ ち西 ドイツ とイ ギ リスの料 金 に比較 し,我 国
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の新 料 金 が どの位 置 に属 す るか を,図2と 図5に 示 して い る。 こnら 二 つ の図

は比 較 的 近距 離 と長 距 離 の場 合 を表 してい る。

図2に おい て我 国 の特 定 回線D-7(2400bps)は ・ 下 限 と下限 の 中

央 に位置 す る)bs,D-9(4800bps)は240㎞ 以 上 に お いて 西 ドイ ツ

をは るか に飛 び越 え る こ とが 判 る。 国 内 比較 で あ るが,D-1お よびD-5と

D-7の 差 は あ ま り大 き くな い こ とが,図 にお い て も示 され て い る。

図3に おい てD-7は 西 ドイ ツの 料金 体 系 に沿 って,ジ グ ザ グに交 叉す る。

マ ク 『的 には上 限 の西 ドイ ツ と近似 とみな され るが,我 国 の 料金 体 系 の 階 段差

は大 きす ぎ る よ うに思 わ れ る。 参 考 ま で に大 きな階 段差 を つけ て い る 国は,例

に挙 げ た 中 で我 国 とイ タ リヤの み で あ る。

距 離500Krntsよ ひそ れ 以 上 にお い て,我 国 のD-9と 西 ドイ ツのM102

規 格 の料 金 差 は か な りの 額 に達 す る。 使用す るモ デ ムの 種類 に も よるが,M

102規 格 では4800bpSが 容 易 に可能 で あ り,条 件 に よ って は9600

bpsも 実 用 化 さ れて い る現 状 か らみ て,我 国 のD-9料 金 は 不当 に高価 で あ

る と思 わ れ る。

図4お よび 図5は,電 話 級 専 用線2線 式 す なわ ち音 声 用 に つ い て,参 考 ま で

に外 国 と我 国 を比 較 した もの で あ る。 比較 的 近 距 離 にお い て は,外 国 の上 限 と

下 限 の 中央 よ り下 に位 置 し,長 距 離 では 中央 よ り上 に位 置 す る。

4.3我 国 の新 旧料金 比 較

我 国 の従 来 の特 定 回線 に 関 す る料 金 と改 訂 さ れ た新 料 金 につ いて 比 較す る た

め,D-7(2400bps)に つ いて 図示 した ものが,図6お よび 図7で あ

る。 距 離10Ki!)ま では価 上 げ とな り,そ れ 以 上 の場 合 は価 下げ と左 って い る こ

とが 明 らか に示 され て い る。 な お この料 金 計 算 に は,4線 引 込線 に対 す る月額
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使 用 料 の値 上げ 部 分 も含 め て あ る。 これ らの図 は 国 内料金 の比 較 で あ るの で,

円単 位 で表示 さaて い る点 に注 意 され た い。 距 離600kn以 上 にk・い ては か 在

りの価 下 げ とな り,D-7に 関す る限 り利 用 者 に とっ て 目に見 え る コス ト節 約

が もた らされ る。

●

●

5.現 在 の通 信 施 設 の 問題 点

欧 米 各 国 のデ ー タ通 信 に利用 され る通信 施 設 に つ い て,料 金 体 系 も含 めて 調

査 し,我 国 の場 合 と比 較検 討 して み た。 現 在 の通 信施 設 お よび コモ ン キ ャ リヤ

か ら提 供 され る通 信 サ ー ビス につ い ては,世 界的 にい ろ いろ な問 題 が ある。 大

別 して そ の一 つは,制 度 問題 で あ り,も う一 方 は 技術 問 題 で あ る。

4

●

5.1制 度 問 題

通信役務提供に関す る,国 家的見地 か らの制度論 については他 の章 にゆず る

として,料 金 問題や利 用規則 などのむ しろ日常的 な事柄 について取 り上げ るこ

とにす る。制度問題 のかな りの部 分は,技 術問題 と密接 な関連を持 つ場合が 多

いので,そ れ らを切 り離 して論ず る ことはむつか しい。 しか し制 度問題の主な

ものを挙げ ると次の よ うになる。

1)利 用者が比較的低速度で利用す る場合で も(500bpsや600bps)

電話回線一本 を使用す るこ とにな り,利 用者は高 い料金 を払 うこ とになる。

2)欧 州の場合,サ ー ビス品 目は単純 であるが,追 加 料金がいろい ろな形で加

算され,デ ータ通 信に付加価 値税がかか る場合 もある。我国 も含め一般的に

料金計算の手順は複雑 で利 用者 に判 りに くい。特 に我 国の場 合,料 金体系が

階段状 で段差が大 きい。

3)北 米大陸の場合,サ ービス品目が 多種 多様ではあるが,そ の上 に料金計算
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の条 件 が 細 分化 され てい るた め,問 題 は きわ めて複 雑 に な る。

4)モ デ ムや 接続 機 器 に関す る規 則 が 多 く,直 営 と自営 の基 準 が 国 に よって,

また機 器 に よって,各 国そ れ ぞ れ ば らば らで あ る。一 般 的 に欧州 に おい て は,

交換 網 に接 続す るモデ ムは 直営 で あ り,専 用線 に接 続す るモ デ ムは 自営 で あ

る。 これ は ち ょ うど我 国 の事情 と逆 で あ る。

5)交 換 網 と専 用線 の 相互 接 続 につ い て,追7jn料 金 を加算 す る国 も あるが,我

国 の ように きび しい 基準 と個 別認 可 を必 要 とす る国 は 少 い。 利 用形 態 につ い

て も同様 で ある。 外 国 の場 合,関 心 事 は 規 則 よ りも,む しろ技 術 上 の接 続 整

合 に あ るとみ られ る。

6)EDP機 器 の ハ ー ドウ エア ・コス トは技 術 革新 に よ り急 激 に低下 して い る

が,回 線 料 金 は上 昇 す る傾 向 に あ る。 将 来,回 線 料 金 問題 が デ ー タ通 信 シス

テ ムの利 用 発 展 を,阻 害す る重 大 な要 因 とな る可 能性 が ある。

7)コ モ ンキ ャ リヤは 一一般的 に,電 話 通 信 施 設 とサ ー ビス を主 た る 業務 とす る

立場 か ら,デ ー タ通 信 ユ ーザ ーの ニ ーズ を第 二義 的 に考 え る き らいが あ る。

電話 通 信 に 比べ 利用 形 態が 異 るデ ー タ通 信 にお い て,従 来 の 利 用制 度 で対 処

す る不 都 合 が随 所 に生 じて き てい る。

5.2技 術 的 問 題

本来電話通信 を 目的 として敷設 された現在 の電気通信施設は,デ ータ通信 に

利用す る場合,技 術的 に多 くの問題 を含む ことになる。ただデ ータ通信が発足

した当時,最 も手 っ取 り早い利用可能 な通信媒体 は電話回線 であり,利 用形態

やEDP技 術 も未だ初期 の時代に あっては,多 くの問題点 も顕在化 しなか った

だけ のこ とである。技術上 の問題を列挙す ると次の よ うになる。

1)電 話回線 の周波数帯域か ら,伝 送速度が限定 される。高速伝送 には高価 な
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広 帯 域 伝 送 路 を必 要 とす る。

2)ア ナ ログ伝 送 路 で あるた め雑 音 の排 除 が む つか しい。伝 送 信 号 の増 巾 と同

時 に,雑 音 も一 しょに増 巾 さ れ,結 局 伝 送 品質 の低下 をのが れ る こ とが で き

ない 。

5)高 価 なモ デ ムを必 要 とす る。 高 速伝 送 に お いては,モ デ ムに高 度 の機 能 を

組 み込 む必要 が あ り価 格 は さ らに上 昇す る。

4)伝 送 施 設 にお いて も,高 価 な フ ィル タ ーを 必要 と し,コ ス ト低減 が むつ か

しい。

5)電 話 回線 で あ るた め,い ろ い ろ な電 気 特 性的 ひず みや,レ ベル 変 動 、符 号

間干 渉 と言 った 問題 が 多い。 伝 送 品質 改善 の た め特性 調 整が 必 要 に 友 る。

6)電 話 交換 網 で は,交 換 機 か ら発 生 す る雑音 の他 ,接 続 の都 度 回線 ル ー トが

異 り,伝 送 品 質が 不定 で ある。 この た め高 速 伝 送 は不 可能 とな る。

7)電 話 交 換機 の 接続 ・切 断 の 時 間 が数 秒 か ら十数 秒 と長 い。 この た め コン ピ

ュー タ の処理 速 度 や,早 い応 答 時 間 の要 求 に対 応 で きな い。

8)電 話 交換 網 でデ ー タ通 信 を行 う場 合,回 線 保 留 時間は 音 声通 信 と異 りオ ン

ライ ン適 用業務 の 内容 に より,き わ め て短 い ものか ら長 時 間 にお よぶ もの が

あ りそ の 巾が大 きい。

9)も と も と電 話 の利 用形 態 と,通 信 トラフ ィック を基礎 に設 計 敷 設 され た電

話 通 信 網 で,ト ラ フ ィ ック特 性 の 異 るデ ー タ通 信 が 多 く使 われ る よ うにな る'

と,電 話 そ の ものの 利 用 に支 障 を きた す おそ れ が ある。 そ の た め デ ー タ利 用

者 の要 求 は後 ま わ しに され るか,ま た は制 限 を受け る こ とにな る。

6.新 デ ー タ網 につ いて

1960年 代 の 後半 に至 るま で,デ ー タ通 信 の 需要 は将 来 と も電 話 通 信 網 で
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まか な え る もの と考 え られ てい た 。 この場合 の電 話 通 信網 とは,広 義 の意 味で

従 来 の ア ナ ロ グ広 帯 域 伝送 路 や,PCMを 含む もの とす る。

しか し,1968年 頃 に な って前 章 で述 べ た従 来 の電 気 通 信 施設 に関 す る欠

点 が,デ ー タ通 信 発 展 の 障害 と して問 題 に され る よ うに な っ た。 この よ うな時

代 の変 化 の 背景 に は,デ ー タ通信 の 利 用 が よ うや く,ゆ りか ご時代 か ら本 格 的

実 用期 に入 り,端 末 機 の設 置 台数 が 急激 に増 加 した こ とが 第一 に あげ られ る。

第二 に通 信 技 術 に お い て も,エ レク ト ロニ クス の 発展 に よ リデ ジ タル 回路 素子

の大 巾な コス ト低減 が もた らされ,電 子 交 換 技術 とあい ま って,伝 送 と交換 を

デ ジ タル 化 す る こ とに より,経 済 的 な デ ー タ通 信 網 の設 計 が 可能 に なった 点 が

あげ られ る。

この た め,1970年 代 に入 り多 くの国 々に お い て,デ ー タ伝 送 を専 門 に取

り,扱う新 デ ー タ網 の研 究が 盛 ん にな った 。 国 際電 信 電 話 諮問 委 員 会 に お いて も

これ らの 問題 を研 究 す るた め,第7研 究 部 会(SGva)を 設 け 討議 の場 と して

い9るt〕

新 デ ー タ網 は デ ータ交換 を指 向 して い る ところか ら,デ ジ タル ・デ ー タ交 換

網 と も呼 ば れ て い るが,い くつ か の国 にお い て は デ ジ タル 専用線 サ ー ビス を最

初 に提供 し,後 に交換 サ ー ビス を実 施 す る よ う計 画 して い る ところ もあ る。

デ ー タ交換 サ ー ビス は,時 分割 技 術 に よる回線 交換 方 式 と,蓄 積 交 換 の変 形

で あ るパ ケ ッ ト交換 方 式 に大別 され,多 くの 国は これ ら双方 の サ ー ビス提供 を

検討 中 で あ る。

デ ジ タル ・デ ー タ網 の 多 くは,未 だ そ れぞ れ の 国 にお いて 計画 中 で あ り,研

究 の 段階 に あ るが,あ る国 にお いて は 専 用線 サ ー ビス につ いて 開始 した と ころ

が あ り(カ ナ ダのTCTSに よるDa七arou七 θ,お よび ア メ リカAT&Tに よ

るDDS),ま た 交換 網 で も ドイ ツ,ス ペイ ン,オ ー ス トラ リヤ の ように一 部

2-22

●

'

●



●

●

●

実 施 段 階 に入 っ た もの もあ る。 この他,最 終 的 計 画 の 前 段階 と して ,中 間解 決

策 を採 用 実 施 して い る国(フ ラ ンス のcadUC6e)も ある。

6.1新 デ ー タ網 の特 徴 と利 点

.多 くの 国が新 しいデ ータ通 信 用 の施 設 と して ,デ ジ タル技 術 を採 用 し よ う と

して い る理 由 には,い くつ か の点 を挙 げ る こ とが で き る。 そ れ らの利 点 と,新

デ ー タ網 の 利 用 者 か らみ た特 徴 につ い て,記 述 す る こ とにす る。

1)高 い 伝 送 品 質

デ ー タ伝送 の信 号 は,直 流 の矩 形渡 す なわ ちパ ル スの形 で送 られ る。 伝送 の

途 中 で信 号 が 減 衰 す る と,再 生 中継 器 で波形 の立 て なお しを行 うこ とが で き る。

ア ナ ロ グの場 合 と異 り,パ ル ス の時 間 巾 に合 わせ て電 ≠回路 の ゲ ご トを オ ン.

オ フす る こ とに よ り経 済 的 に信 号 の再生 が で きる。雑 音 が 同時 に増 巾さ れ る こ

とが ない の で,長 距 離の場 合 で も伝 送品 質 の劣化 が少 い。

2)多 重 化 に よる伝 送路 の経 済性.

現 在 で も中距 離 搬送 区 間 にPCM(パ ル ス ・コ ー ド変 調)に よ り,電 話 の集

束 され た 中継 回線 が使 われ て い るが,こ の方 式 に よれば 電話1チ ャネル あた り

64Kbpsの 伝送 が 可 能 で あ る。PCM-24方 式 は 電話 チ ャネル24本 に

相 当す る1.544メ ガ ビ ッ トの伝 送 容 量 を持 つ の で,PCM-24方 式 で64

KbPSの デ ー タ伝送 路 を24本 とる こ とが で きる。 アナ ログ方 式 で 周波数 帯

域4KHzの 電 話 回線 が通 常4800bps伝 送 す るの に比べ 、IPCM方 式 す

なわ ちデ ジ タル 技 術 で は64KbpSの 伝送 が 可能 で あ る。 ま た新 デ ー タ網 で

は多重化装置 を活用 し,多 くのデ ータ加入者 を集線す るので,加 入者 回線の節

約 に よリ コス トの 低減 が もた らさ れ る。
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5)高 ・速伝送 か ら低速 伝送 ま で・カバ ー

PCMの 電 話1チ ャネル 分の64Kbpsを そ の まま,も し くは 多少 工 夫す

る こ とに よ り64Kbps,50Kbpsお よび48Kbpsの 高 速 伝送 の サ ー

ビスが 提供 で き る。 さ らに64KbPSを 時 分割 す る こ とに よ り9600bPS,

4800bps,2400bpsチ ャネル を複 数 個 とる こ とが で き る。 これ を さ

らに 分割す れ ば1200bps,600bps,300bl)Sな ど低速 電 送 路 を得

る こ とが で きる。

4)デ ジ タル 回 路 設備 に よる経 済 性

通 信 施 設 をデ ジ タル化 す る こ とに よ り,回 路素 子 に ゲ ー トや ア ン ド ・オア 回

路 を使 用す る こ とが でき,ア ナ ログの場 合 に使 用 され る フ ィル ター回路 に比 較

して 安 価 な 設備 設 計 が 可能 とな る。

5)モ デ ムが不 用

電 話 線 で使用 す る場 合,デ ー タ信 号 を音 声周 波数 に変換 して 伝送 し,ま た元

の信 号 に復 元す るた め,モ デ ム を必要 と した 。デ ジ タル 伝送 網 では デ ー タ信 号

を デ ジ タル 波形 として送 るた め,信 号 レベ ル変 換 器 を介 して結 合 す るだ け で よ

い。

6)全 二 重 伝 送

一一般 に デ ジ タル ・デ ー タ網 で は ,全=二 重 伝送 路 が普 通 に提供 さ れ る。 電 話 回

線 の場 合 に比 較 し全二 重 通信 が容 易 に利 用 で き る。

7)早 い 回線 接 続 時 間

交換 網 におけ る接続 ・切 断 の時 間 が,電 話 網 に比べ きわ めて 迅速 にな る。 通

常1秒 前後,長 くて も2秒 以 内(宛 先 選 択 信 号 ま たは 切断 要 求 信 号 を送 出 した

時 点か ら)に お・さ ま る こ とに な ろ う。
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8)ホ ッ ト ラ イ ン

別 名 ダ イ レク トコール と も呼 ば れ,宛 先端 末 の 番号 を前 もって登 録 して お く

こ とに よ り,接 続 要 求 を送 出す るこ とに よ り特 定宛 先 に直 ちに接続 さ れ る。

この 他,ダ イヤ ル装置 の代 りに端 末機 の キ ーボ ー ドか ら宛 先 選択 信 号 を キ ー

イ ン可 能 な,キ ャラク タ ー ・ダ イヤ ル 機能 が使 用 でき る。 この機 能 は,プ ログ

ラム に よる自動発 呼 に も応 用 で き る。

9)閉 域 交 換

限 られ た特定 の選 択 宛先 のみ に接 続可 能 な 閉域 交換 サ ー ビスが 提 供 され る。

同 一企 業 の支 店支 社 間 の み と言 っ た よ うに,交 換 網 を利 用 した限 定 範 囲 内 の接

続 に よ り,通 信 の秘 密 が確 保 され る。

10)多 様 なサ ー ビス

そ の他,同 報通 信,代 行 受 信,メ ール ボ ック ス ・サ ー ビス,コ レク トコール
＼

な どの 多様 な サ ー ビス 形 態 が可 能 とな る。

●

t

6.2各 国の新 デ ータ網計画

世 界各国 におけ る新 デ ータ網計画は,き わめて多彩 である。問題 は各 国計画

がバ ラバ ラで,技 術方 式がそれぞれ異 る点 である。世界の主要国 におけ る新 デ

ータ網計画の主な ものを表18に 挙げてい る。

'
技術的 にみて採用 され る方式は次の ような ものが あり,結 局それ らの組合せ

に よって方式の多様化 が出現す る ことにな る。

その第一は,デ ジタルか アナ ログかの選択 である。本格網 としてはデ ジタル

化が圧倒的に多いが,中 間解決策 と して の 暫定網では アナ ログ方式が ある。

交換方式 でみれば,前 者は時 分割 とな り,後 者は空間分割 とな る。

第二 に同期網か非 同期網か のちがいで ある。 これは時分割交換 で も,そ の内
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容が この二つの方式 に別け られ る。

第三に回線交換 と蓄積交換,も し くはそ れ らの組合せが ある。

第四 に鰯 か多軸 の ぴ ㌧ その他 ビ・ト多重かバ イ ト多動 ・エンベ ロ

ープに お け る6+2ピ ッ トp・
.8+2ビ ッ トか,選 択信 号 方 式 の ちが い等 々,デ

ー タ網 設 計 上 の選択 条件 はき わ め て多 い。

専 用線 サ ー ビス か ら実 施す るか,交 換 サ ー ビス を最 初か ら目標 にす るか は,

国 の事 情 に よって 異 る。

現 在 の 電気 通 信 施 設 や,暫 定 網 との互 換 性,将 来 像 と して の総 合 網 との関 連

性 な ど計 画 上 考 慮 す べ き問 題 は 多 い。

次 に新 デ ー タ網 の い くつか につ いて,そ の特 徴 を説 明す る。

リ

フ ラ ンス にお け るCaduceeは 暫定 網 で,ア ナ ログ,空 間 分割 交換 方 式 で あ

る。電 話 交 換 で使 用 さ れ る もの と同 じク ロス バ ー交換 機 を,デ ー タ用 に採 用 し

た もの で あ る。 パ リに主 交換 機 を 設置 し,1972年 に サ ー ビス を開 始 した。

加 入者 収 容能 力は2000余 で あb,現 在 パ リ以外 の14都 市 に集線 装 置 が 設

置 され,450台 の 端末 が結 合 され て い る。 結 合 予定 の端 末 は 昨年 末 約500

台 弱 と報告 さ れて い る。1976年 ま でに リオ ン市 に交換 セン タ・一一を追加 す る

計 画が あ る。

ハ

技術 的にみてOaduceeは,決 して斬新 な もの とは言えないが,フ ランスの

悪い電話 事情 に対処す る現実策 と,デ ータ網利用特性把握 とい う探究 目的が特

徴 として あげ られ る。料金体系は・電話交換網 に比較 し月額基本加入 料 こそ

1165フ ランと高 いが'100"測 る5分 間鯛 枇 ・騨 煕80フ

ランに対 し1.26フ ラン と半 分以下に設定 されている。電話網 に比べは るかに

す ぐれ た 伝送 品質 と,割 安 な料 金 は デ ー タ利 用 者 に とっ て有利 なサ ー ビス と言

え よ う。
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そ の他 フラ ンス で は,TDMに よる低速,非 同期 端末 を使 用 す るデ ー タ ・ユ

ーザ ーの た め のTransp■exサ ー ビス(197ろ 年 か ら開始)
,そ れ に中速 ・

高速 のTDM同 期 伝送 で 非交 換 のLDMサ ー ビス(1977年 開始 予定)の 計

画 が あ る。LDMはTranspユexの 延 長 の意 味 が あ り,ま た将 来 の デ ジ タル 交

換 網 ヘ ル メス計画(実 施 時 期 を延 期)の バ ックボ ー ン伝送 路 を形 成 す るさ きが

け とな る。

他 に パ ケ ッ ト交 換 実 験 網 のTranspac計 画 も挙 げ る こ とが で き る。

西 ドイ ツの デ ー タ交 換 網計 画 はEDS交 換機 を 中心 とす る。 デ
.ジタル 非 同期

型 で テ レ ック ス とデ ー タ を カバ ー し,ス ーパ ー一・テ レ ックス に例 え られ る。 第

一一段階 は1974/1975年 にかけ て 開 始 され
,2400bPSま での 低速

非 同期端 末 を カバ ーす る。 第二 段階 は1978年 以 降予 定 され,共 通 ク ロック

に よ り中速 ・高速(2.4K,9.6K,48Kbps)の 同期 端 末 を カバ ーす る。

イ ギ リス の新 デ ー タ網 計 画 はIDDS(Digi七aユDataServicθs) ,と呼 ば

れ,1970年 代 の終 り頃交 換 サ ー ビス を開 始す る こ とを 目標 にすす め られ て

い る。 そ の準 備 段階 と して1976年 に,デ ジ タル 専用線 サ ー ビス が開 始 され

る。 技術 はTDM同 期 式 でPCMリ ンクの 時 分割 を フル に活 用 す る。50bps

¢)テ レ ックス,200bps,600bpsの 改 良型 テ レ ックス の収 容 も考 慮 中

で ある。

回線 交 換 サ ー ビス は全 二 重 の600bps,2400bps,9600bpsお

よび48KbPSを サ ポ ー トす る こ とに な ろ う。

1981年 以 降,デ ジ タル に よる パケ ッ ト交換 サ ー ビス の提 供 を追 加 す る こ

とが考 え られ る。 但 し,パ ケ ッ ト交換 は,1975年9月 に試 験が 開 始 され る

EpSS(Exl)θri皿en七aユPaeke七Swi七chingSys七e皿)の 実験 結 果 に よ

って,そ の実 施 が 決 定 され る。
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この池 欧 州 に は,北 欧三 国 とフ ィン ラン ドで構 成 され る北 欧 デ ー タ網(

(NOrdicI)at.aNetWork)の 企 画 や,ス イスの デ ジ タル 専 用線 サ ー ビスお

よび電 信 型交 換 網 計 画,イ タ リヤ の電 話 会 社S工Pに よる電 話/デ ー タ網 計 画,

ス ペイ ンの 蓄積 交換 網 な どが あ るが 紙 面 の都合 でそ れ らの記 述 は省 略す る。

北 米大 陸 に 目を転 じて,最 初 に カナダ の例 を見 る こ とにす る。 ベル カナ ダ を

中心 とす るTCTSが,1973年 か らデ ジ タル専 用線 サ ー ビス と して 開始 し

たDa七arou七eが あ る。 カ ナダ大 陸 の 東西 を結ぶ デ ー タ伝送 サ ー ビス で,

1975年 末 に18都 市 を カバ ー し,約600回 線 が 運 用 に入 っ た。 そ の後 利

用者 か らの好 評 を 受け,19フ4年 末 ま でに カナダ の主 要地 点 は全 てDa七a-

routeで カバ ーされ た。 利 用 者 も急速 に電 話 専 用線 か ら移行 して お り,そ の

数は 大 巾に増 加 して い る。

基 本 的 にデ ジ タル ・デ ー タ伝送 の た めの 専用 線 サ ー ビス(ポ イ シ トー ボ イ ン

トと分岐)を 提 供 す る もの で あ るが,早 急 にサ ー ビスを開 始 ず る必 要 か ら,既

設 の通 信 施 設 を利 用 して い る。 同軸 ケ ーブル や マ イク ロウ ェ ーブそ れ に電 話 加

入 者線 で デ ジ タル 伝送 を行 う方 法 が工 夫 され て お り,TDM-FDM方 式 と呼

ぶ こ とが で き る。 このサ ー ビス の特 徴 は,低 速110bpsか ら高 速50K

bPSま で の広 範 囲 の 伝送 速 度,デ ジ タル化 に よる 伝送 の信 頼性,終 日 ・昼 間 ・

夜 間料金 に よる利 用契 約,分 岐 接 続,電 話 交換 網 との相 互 接続,分 割 チ ャネル

サ ー ビス,契 約 回線 数 に よる割 引 料 金,安 い 回線 料 な どを挙 げ る こ とが で き る。

このサ ー ビス につ いて の詳 細 は,参 照 文献 に報告 され て い るの で参 照 さ れた い。

なおDa七arouteの 料 金 は,電 話 回線 に比 較 して ろ00bpsで 約1/10,

50KbPSで 約1/2と 大 巾に コス ト低減 され て い る。(表19参 照)

苦参照 文献:日 本情 報開 発協 会発 行

「欧 米 に おけ る グ ロー バル ・ネ ッ トワー クの現 状 と将 来 」 昭和49年3月
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この他 カナダ ではCN/CPTに よる 工nfOda七 サ ー ビス(Da七arou七 θ 方

式 と技 術 的 に類似)や,TOTSの.パ ケ ッ ト交 換 網計画,Transpacが あ る。

ア メ リカにお い ては,玉 葱七ran(Da七aTransmissionCo皿pany)や,M

C工TeユecO㎜ica七ions卿.な どの特 別 通『 繊 噸 され

て,AT&Tで もデ ー タ専 門 の通 信 サ ー ビス と してDDS(Digi七aユ])ata

Sys七em)を1974年 か ら開始 した 。 最 初 は ポ イ ソ トー ポ イ ン トの 専 用線 サ

ー ビス で 五大 都 市(ボ ス トン ,ニ ュー ヨー ク,フ ィラデル フ ィア,ワ シ ン トン,

シ カゴ)で 開 始 され,1975年 に分 岐 サ ー ビス を追加 す る。全 二 重 同 期式 デ

ジ タル伝 送 で,伝 送 速 度 は2.4K,4.8K,9.6K,56KbPSの 四種 類 で あ

る。

第 二 次 計画 は 最初 の5都 市 に加 え て,さ らに19都 市 にサ ー ビス を拡大 し,

最 終 的 に は1976年 ま で に96都 市 に 拡張 す る予定 で あ る。 さ らに 将来,交

換 網 サ ー ビス に進 む構 想 が あ るが,そ の 実 施 は1978年 か ら1980年 頃 に

な る もの とみ られ る。

DDSの 技 術 は,マ イク ロ搬 送路 の 下 部 帯域 を利 用 したFDM-TDMに よ

るデ ー タ ・ア ン ダ ・ボ イス(DUA)を 幹 線 伝送 路 とす る方式 で あ る 。 これ ま

で使 用 して いな か った,伝 送 路 容量 を 工 夫 して活 用 して お り経 済 的 な サ ー ビス

が 提供 可 能 で あ る。

各 種 の 分岐形 態や,ア ナ ログ専 用線 との接続 に よるDDSへ の ア ク セ ス な ど,

利 用上 の サー ビスが 提 供 され る。 加 入 者 線 信号 は バ イ ポ ー ラに よる デ ジ タル方

式 で,モ デ ムは 不用 とな り信 号 変換 器 が使 用 され る。DDSの 特 徴 は 高 信 頼 性

伝送 と,安 い料金 で あ る。 参 考 まで に,DDSの 局間 チ ャネル に対 す る料 金 体

系 を.表20に 表 示 す る。料 金 算 定 は 局 間 区 間料金 の他,保 守端 子 料 金,DS

U(信 号 変換 器)料 金,分 岐料,ア ナ ロ グ回線 相 互接 続料 な どに より決 ま る。
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概 算 でDDS料 金 は800㎞ す な わ ち500マ イ ル で,電 話 回 線 タ イ プ

5002全 二 重C1の820ド ル に 比 較 し,DDS2400の500ド ル と 約

400/oX[j安 で あ る 。

Zコ ン ピ ュー タ通 信 の将 来 展 望 、

コ ン ピ ュー タ技 術 は,こ れ ま で飛 躍的 な進 歩 を とげ,今 後 もか な りの ペ ー ス

で発 展 す る もの と思 わ れ る。'しか し,コ ン ピュ ー タが 際限 もな く大型 化 し,巨

大化 す る こ とは と うて い考 え られ ない。 今 の技 術 か らみ て,今 後 数年 間に か な

りの進 歩 の あ ろ うこ とは,疑 う余 地 の な い ところ で あ るが,そ の先 にはそ ろそ

ろ限 界 が ある よ うに思 わ れ る。 そ の第一 は 集積 回路 の 密度 が増 加 し,さ らに動

作 速 度が 早 くな る と熱 の 障壁 につ き あた る。熱 発 散 の た め に多大 の努 力 を 必要

と し,コ ス ト性 能 比は 向上 しな い限 界 に達 す る。

第 二 に コ ン ピュー タの大 型 化 に よ り,オ ペ レ ーシ ョンを制御 す る ソフ トウ ェ

ア,OSの 巨大 化 が 問 題 にな る。 複 雑 な ソフ トウ ェア 機能 を組 み 合わせ る こ と

に よ り,全 体 と しての複 雑 さは さ らに倍 加 す る。 ソフ トウ ェア開発 の労 力は 増

加 し;そ の 割 には 性 能 向上 は 期 待 し難 い。 複 雑 さや 増 加 した オ ーバヘ ッ ドを,

処 理速 度 の 向上 で克 服 し よ うとす れば,先 程 の熱 の問 題 で悪 循環 に巻 き込 ま れ

る。

この よ うに考 え る と,コ ン ピ ュー タには 性 能 的 に 設計 の最 適 化 の 範囲 が あ り,

そ の よ うに設計 され た コン ピ ュー タ ・シス テ ム を必要 に応 じて併 合,分 散 す る

こ とに よ り効率 的 に利 用す る こ とが有 利 な よ うに思 われ る。

デ ー タ通 信 が発 達す る と,コ ン ピュ ー タ ・リソース や デ ー タ発生 源 は 分散 す

る。 通 信 回 線 を介 して,距 離 を克 服 し無 関係 な もの とす る こ とが で きれ ば,リ

ソース を共 用 しま た 分割 す る こ とは容 易 とな ろ う。通 信 回線 を意 識 しない よ う

、
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に な る まで には,未 だ多 くの問 題 が未 解 決 の ま ま残 さ れ てい る。

コ ン ピュ ー タ技 術 の発 展 と,ネ ッ トワーク化 の動 向は ,こ の よ う に 通 信 施

設 と利 用 制 度 の 改善 に依 存 す る度合 が 大 で あ り,こ の 傾 向 は今 後 ます ます 増大

す る とみ るべ き で あ ろ う。

オ ン ライ ン ・シス テ ムか ら,コ ン ピュ ー タ ・ネ ッ トワークへ と発 展 し,デ ー

タ通 信 の利 用 は社 会 の あ らゆ る分 野 にお いて広 範 囲 に 求 め られ る もの と期待 さ

れ る。

特定 回 線料 金 は 昭和50年7月 よ り改 訂 され る こ とに なっ た。 これ に よれ ば,

長 距 離料 金 は価 下 げ とな り,長 距 離 の利 用 者 に とっ て は有利 とな る。'ただ利 用

者 に とっ ての 心配 事 は,明 年 に予 定 され て い る電 話 交 換網 の料 金,7円 か ら

10円 へ の単位 料 金 値 上 げ に際 し,特 定 回線 料金 も同 時 にス ライ ドして値 上 げ

され る懸 念 で あ る。 も しそ の よ うになれ ば,特 定 回線 料 金 は現 在 の水 準 よ り高

価 な もの とな り,デ ー タ利 用 者 に とって 多 くの 出費 を強 い るこ とにな る。 参考

ま でに この ケ ー スを 図8に 例 示 してみ た 。諸 外 国 に お い てデ ー タ専 用通 信網 の

料金 体 系は,電 話 網 に 比較 して大 巾に経 済 的 な水 準 に設 定 され てい る現 状 に照

し合 せ,我 国 の デ ー タ通 信発 展 が料 金 体 系 に より阻 害 され る こ との ない よう願

うもの で あ る。

亀

以 上
■
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昼 間 夜 間

距 離
8:00時 ～20:00時

1

(日 曜全 日を含む)

単 位料 金055フ ラン

市 内 単 位 料 金 単 位 料 金

25㎞ ま で 72秒 144秒

市
25～50 45 90

50～100 24 48

100～200 15 50

外
100㎞ 以 上 12 24

1

⑰

表1フ ランスの電話交換網料金

2-32
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a)電 話専用回線 音声級 2線 式 普通規㎡

距 離
基

月
本

額 使
料

用 料

距離比例 分(1㎞ あた り)

10㎞ ま で 72フ ラ ン 2058フ ラ ン

10～50 141 1572

50～550 278 ↑1.05

550㎞ 以 上 4パ20 な し

b)電 話専用回線 音声級4線 式 普通規格

距 離 月 額 使 用 料

50Kmま で 上記2線 式月額使用料 の2倍

30㎞ 以 上

1

上 記2線 式 月 額 使 用 料+276フ ランの

4線 引込 料(一 一端 につ き)

+普 通規 格 は現 在 ,1200bpsま で 伝送 可 能

c)電 話専用回線 音声級4線 式 高 品質規格

1距 離
月 額 使 用 料

50㎞ ま で 上記2線 式 月額使用料 の2、2倍

50㎞ 以 上 上 記2線 式 月額 使 用料 の1.2倍

十276フ ランの4線 引込 料(一 一端 につ き)

表2フ ランスの電話専用回線料金
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広帯域伝送回線

48KHz

240KHz

1200K且Z

2表a)の6倍

20倍

30倍
●

PCMチ ャネル

2.048Mb./s 2表a)の12倍

直流ベ ースバ ン ド加入者線料金

9.6Kbpsま で

72Kbpsま で

2表a)め1倍

〃3倍

`

表5フ ランスの高速 伝送回線料金
1

,

`
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距 離

昼 間

6:00～18:00

夜 間1

1a:00～22:00

夜 間2

22:00～6:00

単位 料金025マ ルク

市 内 単 位 料金 単位 料 金 単位 料 金

同 一 交 換 区 域

25㎞ ま で

25～50

50～100

100㎞ 以 上

90秒

45

30

15

12

90秒

6ス5

45

22.5

↑8

90秒

675

6Z5

6ス5

6Z5

{
1

表4西 ドイツの電話交換網料金

よ

2--35



a)音 声級 普通規格2線 式

月 額 使 用 料

距 離 1㎞ あ た り

50㎞ ま で

51～100

100㎞ 以 上

40マ ル ク

12

4

4線 式 付加 料 金 月額400マ ル ク

ただ し月額 使 用料(2線 式)が400マ ルク以 下 の場 分は,4線 式

付 加 料金 と して 月額 使 用料 と同額 を加 算す る。

b)デ ー タ伝送 品 質M1σ2規 格4線 式

回線 あた り 月額480マ ル ク を上 記a)に 加 算

c)月 額基本 料(補 償料)

市外 にまたが る電話専用回線 について.次 の金額 を補償料 の名 目で

加算す る。市 内につい ては月額5マ ル ク。

10KrnX'で

0～25

5～5

0～1

100Ki!i以 上

線 あ た り

40マ ル ク

2--36

表5西 ドイ ツの電話専用回線料金
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月額 使 用 料,㎞ あた り

'

,

距 離 10KHz

チ ャネル

48KHz

チ ャネル

240KHz

チ ャネル

5MHz
チャネル

50㎞ ま で

51～100

100㎞ 以 上

70マ ル ク

30

15

200マ ル ク

120

35

↓

500マ ルク

150

な し

1100マ ル ク

800

な し

分割使用付加料金 月額

10KHz 48KHz 240KHz

市 内 8Dマ ル ク 240マ ルク 1200マ ル ク

市 外 補 償 料 ×4 補償料 ×12 補償料 ×60

表6西 ドイツの広帯域 伝送 回線料金
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一 夜 間

昼 間
(土 曜13:00以 降

距 離
8:00～20:30

日曜の全 日を含 む)

単 位 料 金25リ ラ

市 内 単 位 料 金 単 位 料 金

同 一 交 換 区 域 120秒 12秒

15㎞ ま で 60 120

15～50 52 64

50～60 1Z5 35

60～120 12 24

120～240 9 18

240㎞ 以 上 8 16

基 本 料 月 額2,650リ ラ

設 置 料(一 時 払)51,600リ ラ

▼

●

表7イ タ リヤの電話交換網料金
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a)電 話専用回線2線 式 料金(音 声通信のみ)

市 内 区 間

同 一 交 換 区 内

長 距 離

5㎞ ま で

～3

0～

20～240

240㎞ 以 上

月額使用料(㎞ あた り)

データ通信 には付加税 を必要 とす る

b)高 品質M

月額

02規 格

9660リ ラの追加料金 を端子 あた り加算

表8イ タ リャの電 話専用回線料金
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距 離

昼 間 月 曜 ～ 金 曜
夜 間

18:00～8:00

(土 ・日の全 日を含 む)9:00～12:00
8:00～9:00

12:00～18:00

単 位 料 金1.5ペ ン ス

市 内 3分 5分 12分

市 外

56㎞ ま で

56}㎞ 以 上

30秒

12

48秒

15

180秒

72

、

マ

表9イ ギ リスの電話 交換 網料金
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ス ケ ジ ュールA ス ケ ジ ュール ス ケ ジ ュール

距 離 、 B.C D

17dB 10(1B 3dB M1'02

ボン ド ボン ド ボン ド ポン ド

α2・ ㎞ ま で' 0.9 09'『 1.6 1.8

02-0.4 1.4 1.4 2.6 5

0.4一 α6 t9 1.9 5.6 4.2

0.6一 α8 2.2 2.2 4.1 4.8

0.8-1.2 2.6 2.6 4.8 5.8

1.2-1.6
'
2.9 2.9 5:8 6.8

1.6-2.0 3.2 3.2 6.5 ス4

2.0-2.4 3.5 5.5 7 8.3

2.4-2.8 3.9 4 ス8 9.ろ

2.8-5.2 4.5 4.4 8.5 10

32-4.0 4.8 5 95 11.5

4.0-4.8 5.4 6.1 1α8 15

4.8-6.4 6.4 Z6 1ろ 15

6.4-8 ス8 9.6 15:5 18

8-9.6 9 11.7 1Z5 20.2

9.6-12.8 11 14.2 20 25

12.8-16 14 1Z6 23.5 26

1』6-32 2『2 28 34.2 ろ5

52-48
'

ろ5 45 51 52

48-64 44 55 61 65

64-80 56 65.4 70 76

80-96 62 70.4 75 84

96-1 .12 70 79 83 9ろ

112-128 78 86 91 104

128-144' 82 95.4 1090 115

144-160 89 103 108 122

160-240 108 128 151 145

240-520 1ろ3 150 154 168

320-400 、 151 166 170 18ろ

400-480 172 185 195 208

480Km以 上 196 208 21ろ 232

表10イ ギ リスの電話専用回線料金
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距 離
1

昼 間

月 曜 ～ 金 曜

8:00～17:00

夕 方

日 曜 ～ 金 曜

17:00～21:00

夜 間

21:00～8:00

週 末

土 曜8:00～21:00

日曜8:00～21:00

最初の
5分 間

1分 毎 最初の
5分 間

1分 毎
最初の
5分 間 1分 毎

最初の
3分 間

1分 毎

マイル
0～10

10～16

16～22

22～50

三

…

…

40～55

…

:

…

100～124

925～15「 習

トツレ
.17

.25

.50

.55

.50

,70

t25

トル

.05

.07

.08

.10

.14

,20

.39

トツレ
.15

.17

.24

.28

.56

.45

.70

ト痴
.04

.05

.05

.08

.10

.14

.20

トル
.10

,10

.10

.10

,14

.15

.25

トル

.03

.04

.05

.05

.08

.10

.20

トW

.10

.14

.20

.20

.50

.55

.65

トソレ
.05

.04

.05

.05

.08

.10

.20

勺

マ

この表は州 にまたが る場 合にのみ適用され,州 内に終止す るも

のは各地方のベル系電話会社 に より多少異 る料金が適用され る。

表11ア メ リカ(ATT):の 電 話 交換 網 料 金
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5000シ リ ー ズ

距 離
半 二 重

1マ イルあた り月額回線料 金

全 二 重

25マ イル ま で 500ド ル

26～100 2.10

101～250 1.50 半二重の10%増

251～500 1.05

501マ イル以 上 75●

4000シ リ ー ズ(デ ー タ 伝 送 用 タ イ プ4001の 場 合)

距 離

250マ イ ル ま で

251～500

501～1000

1001～1500

1501マ イ ル 以 上

半
1マ イル あた り月額 回線料 金

二 重 全 二 重

4.00ド ル
「

3.00

2.35 半二重の25%増

1.65

1.40

表12米 国 の電話 級専用回線料金
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500∵ 一ズ

1マ イル あた り月 額 回 線 料金

タ イ プ

タ イ ブ

ド ル

ド ル

80∩0シ リ ー ズ(タ イ プ も800の 場 合)

250マ イ ノレま で

25]～500

501マ イ ル 以 上

1マ イル あた り月額 回 線 料金

O.50

ス50

表13米 国 の広帯 域伝送 専用 回線料金
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'

距 離 最 初 の1分 間 1分 毎

カナ声
0～8マ イル .15ト ツレ .05

9～20 .18 .07

21～56 .21 .12

81～110 .5ろ .27

181～228 .45 .4ろ

401～540 .55 .55

1901マ イル以 上 .95 .95

表14カ ナダの交換電話網料金
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ス ケ ジ ュ ー ル4

距 離 躍蟹謙)
一 ⇒

マ イル カナダ ・ト)レ

1/4 1ス25

2/4 1850

ろ/4 19㌧75

4/4 21.00

10 66.00

001～29

2401～589

上以ルイマ55

00924

00865
の
2

005282

51表

64一2

カナダの電話級

専用回線料金

全 二 重 回 線 は 表15の'25・/。 増

4Bコ ンデ ィシ ョンニ ング料 金

(分 岐 の場 合 の例)

月 額 追 加 料 金'

電話局 あた り 追加端子 につき

最初の端子

4'



テルパ ック 月額使用料金

A B C S
距 離

(音 声]2相 当) (24) (60) (120)

カカダ・トル

1～200 28 46 69 90

201～425 25 42 63 84

426～650 22 ろ8 56 69

651～1000 ]9 32 48 56

1001～1400 15125 35 な し

1401マ イル以 上715 22 な し

1

端末回線 あた り分割料 65ド ル

全二重国縫 加料金 〔テ・レパ ・クA料 金 × 古 〕×25・/・

表16カ ナダの広帯域 伝送 路料金
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A-1( B叶 C-2 D-1D-5 D-7

㎞ (50bP6) (100bp8) (200bps) (1200bPS) (2400bps)
旧 新 旧 新 旧 新 旧: 新 旧 新

0 一 15 一 20 一 25 一 60 一 65

1 055 0.7 09 2 27

2 0.95 12 16 55 47

3 13 1β 2ろ 5 65

4
.

t7 30 25 姐 29 50 65 12 85 15

5 2.1 291 56 80 11

7 25 34 43 95 13

10 46 6.1 η 17 25

15 ス2 % 12

一

27

}

56

.「 50 70 一 9.0 舎.. 24 27

20 11 14 18 40 55・

56 15 9.0 20 13 25 16 55 42 75 4フ

40 20 26 35 フ5 97

60 24
15

51
20

40
25

88
65

117
75

80 28 57 46 103 157

100 45 2フ 57 56 72 45 161 120 214 130

120 49 65 82 182 242

160 57、 76 96 213 285

200 68 48 91 65 114 80 254 220 338 240

240 79 106 133 296 594

ろ00 91 121 153 540 452

560 104 80 159 110 175 140 389 350 517 400

420 117 156 197 4ろ7 581

500 132 176 222 493 656

600 151 120 202 160 254 200 565 550 751 600

750 178 257 299 665 884

900 210 280 555 785 1044

1100 248 350 416 925 1250

1500 512
160

416
210

524
270

1165
700

1549
800

1501 377 502

|

632

1

1405 1868

単位:91 000

表17 改正専用料金 と現行料金比較表
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国 別 名 称 開 始 時 期
,

施 設 方 式 備 考

フ ラ ン ス
,

Cadllcee
,!

Tran6Pユ ・緬DM

Transpac

Hθ ユmθS

1972

197ろ/1977

1976

?

FDM空 間分割

TDM同 期専用線

パケット交換網

本格デジタル交換網

1『5都 市 サ ー ビス 中,1976年 に リオ ン 市

に 交 換 セ ン タ ー追 加 。

LDMはTranspユexの 延 長,Heユmes

の 前 段 階 。
1

実 験 網RCPとGθrcip↓(関 連性 あ り。

計 画 時 期延期 。

西 ドイツ 第 一 次 ・'EDS

第 二 次

1974

1978

TDM非 同期

TDM同 期
交 換 方式 は非 同期,2.4Kbpsま で。

共通 ク ロ ック に よ り同期 端末収 容。

イギ リス DDSデ ジタル専用

回線交換
パケット交換

EPSS

19ア6

1980

1981以 降

1975

TDM同 期専用線

TDM同 期回線交換

TDMパ ケ ット交換
パケパ 実験網

交 換 へ の移行 段階 で専 用 線 サ ー ビス開 始 。

回 線 交換 を1980年 頃 開始 目標。

パ ケ ッ ト交換 サ ー ビス を追 加 予定 。

カ ナ ダ Dataroute(TCTS)

工nfoda七(CN/CPT)

Datapac(T叩S)

1973

1974

19ア6

TDM-FDM同 期専 用線

〃

パ ケ ・ ト交 換網

主 要都 市 にお いて サ ー ビス 中。

Da七arouteに 類似技 術採 用。

公衆 パ ケ ッ ト交 換 網,デ ー タ グラ ムとバ ーチ

ャル交 換 を予 定。

アメ リカ DDS(ATT) 1974 TDM専 用線 設計上は交換を考慮。

日 本
DDX 1977? TDM同 期回線交換

パケット交換を追加 実験 機DDX-1が 完成o

恒

ー

÷

q⊃

表18 各 国 の 新 デ ー タ 網 計 画-



モ ン ト リ オ ー ル ～ バ ン ク`バ 間(2・5 ・0'2マ イ1ヒ1

全二野 イン トーポイン ト順 料金
,

伝 送 速 度 500bl)s 2.4K 4日K、 96K

:

50K

>

Dataroutθ 働 三～75 1,826 2,860 5,908 18,579

電 話 回 線 働 5.51'5
-・

'
5.770 40互o

、
4,6 .20

53,155

一

表19カ ナ ダ'におけ るDatayouteの 料 金

2・一一50・



1マ イル あた り月額使用料金(局 間区間)

●

,

距 離 2.4KbPS 4.8KbPS 96Kbps 56KbPS

マ イル ドル

0～25 tOO 1.65 3.00 15.00

26～100 .90 t50 2.70 13.50

101～250 .80 1.35 2.40 12.00

251～500 .65 1.10 1.95 1aoO

500マ イル 以 上 .40 65⑨ ].20 6.00

}

保 守 端子 料 月 額:80ド ル(4.8KbPSの 場 合)

DSU月 額 料 金:15ド ル(全 速度 につ い て)

分岐 料 月額:20ド ル(端 末 あた り)

アナログーデジタル 接続 料 月 額:200ド ル(4.8KbPSの 場 合)

β

表20ATTのDDS料 金
●
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第二 次回線開 放運動の提唱

一 わが国 オン ライン化推進 のための郵政 大臣宛要望 の具体的内容 一
、:

-
●

●

t基Pt的 麺

θ 、「通信」概念ゆ らの開放

独 占前 提の法制展開か らの転換

旬 育雛'今 衆法・電離 等陸 いて上言取)に基づき融 定嘘 偽(法 令)・

、英噸 用 ・他人使用業醐 鱒 制限撤廃(法 論)・ 異種縦 続の開放等

⇔ 「準公衆通信事業者」 の概念,内 容 の明確化

一－VAN(VaユueAddedNe七wOrk)許 容の検討

(→ 特定 回線料金体 系の電話回線料金体系か らの切 り離 し,低 廉化

{

●

2早 期実現琴請
.,

④ オ㌘ イ/情 報処理 に係 る限 姻 メ ・セージ通 信制限解 除(∋ 丁一 の電

算機 ζごの端 末に終 始 する」規定の撤 廃(公 衆法施規14条 の.15)

曾 今 回の糠 回線 の料金ア ・旗 やむ をえ ないが予鰹 れる電話 料金改 訂

の際.影 響 な きこと －

e-S新 料 金体系 計画 の とき 一1年 以≠ 前1,:示唆.1

←)新 伝送網計 画 の とき 一1年 以9]i前に示唆 、 ,、

困 参社情報処理 サ ー ビス と民間計算 セ ィターの競 合問題解 決のための非公

式 三継続`懇 談機関設置案 一 当局 ・民間業者 第三者

,9・:-3



郵'政 大 臣

村 上 勇 殿

昭和50年4月2日

財 団 法 人 日本情 報 開 発協 会

会 長 植 村 甲午 郎

社団法人 日本橋報センター協会

会 長 稲 葉 秀 三

EDPユ ーザ ー 団 体 連 合 会

会 長 武 田 泰 明

亀

■

オ ン ライ ン化促 進 に関す る要 望 書

昭和46年 公 衆電 気 通 信法 の改 正 以 後,わ が 国 の オ ン ライ ン シ

ステ ムは 新 しい発 展 段 階 を迎 え す で に3年 を経 過 しま した、、 この

間 関係 諸 当 局の適 切 な ご指導 の も とに技 術 的 に す ぐれ た シス テ ム

あ るい は 広 い 地域 を カバ ーす る シ ステ ムの 出現 な ど将 来 の 情報 化

社会 実 現 の た め の注 目す べ き進展 が 見 られ ま す。

同 時 に この3年 間 の経 験 に基 づ き解 決せ らる るべ き若 干 の問 題
も

点 が 明 らか にな って ま い りま した。

こ こにそ の問 題 点 を具 申 し今 後 のオ ン ラ イ ン シス テ ムの 健 全 な

発展 の た め 当 局の ご検 討 をお 願 い 申 し上 げ る次 第 で あ りま す。

♪

・も
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{

要 望 事 項

1、 基 本 的検 討 と実現 を要 請 す る もの

@)オ ン ラ イ ン シ ステ ム の概 念 に関 す る根 本 的 な問 題 の整理 と

検 討

(ロ)上 記 に基 づ く斉 合 性 の あ る諸 法 制 の確 立

◎ 「準 公 衆 通 信事 業 者」 の概 念 と内容 等 に関す る将 来 像 の 明

確 化

⇔ オ ン ラ イ ン シス テ ム用 の独 自の 低 廉 な新料 金 体 系 の実 現

2.早 期 に実 現 を要 請 す る もの

ω 共 同使 用,他 人 使 用 に関 す る諸 制限 の撤 廃

、⇔ 回線 料 金 の 急激 か つ 大 幅 な上 昇 の な い こ と

⇔ 新料 金 体 系 が計 画 され る と きそ の概 要 の早期 の示 唆

←)新 伝 送 網 が 計画 され る と き,そ の 技 術基 準,利 用 制 度,サ

ー ビス内容 等 の概要 の早 期 の内 示

公 社 の情 報処 理 サ ー ビス業 務 と民 間 に おけ る サ ー ビス業 務

の競 合 問 題 の解 決

記

■ 1.基 本 的 な問 題

オ ン ライ ン シス テ ム は コ ン ピュー タに よ る情報 処 理 の機 能 を

よ り効 率 的 に利 用す る とい う目的 で遠 隔 地 か らアク セ スす るた

め に施 設 され る もの で あ る ことは そ の 起 源 及 び実 施 され て い る

内外 の シ ス テ ムの 実例 か ら見 て も疑 う余 地 は あ りませ ん 。 従 っ

3-5



て これ を通 信 の機 能 の延 長 と して と らえ る ことに は 多 くの無 理

が あ りま す 。

「通 信」概 念 の 中 に オ ン ライ ン シス テ ムが 包摂 せ らる る 時,

オ ン ライ ン シス テ ムの法 的独 占 ない し 自然独 占が 暗黙 の うち に

前 提 と して擬 制 され 民 間 オ ン ライ ン システ ムは例 外 的 に認 容 さ

れ る形 を と らざ るを得 ませ ん。 ここ にオ ン ライ ン問題 を め ぐる

制度 的 な幾 多 の 問 題 が 惹 起 され て来 ま した、、

す べ て の 製 造業 は原 材料 を 遠 方 よ り とり よせ 加 工 し,完 成 し

た 製 品 を送 り と どけ る こ と に よ って成 り立 つ もの です が,と い

って製造 業 を運 輸 業 の延 長 と して と らえ る こ とは全 くな され て

お りま せ ん 。 オ ン ライ ン シス テ ムは も と も と情 報 の 加工 が 目的

で通 信 は その ため の情 報 を遠 隔 地 か らと り よせ,ま た は送 り と

どけ るため に利 用 され る もの で あ ります 。

わ が 国 に お い て は オ ン ライ ン シス テ ムは公 衆 電 気 通 信法 上

「デ ー タ通 信 」 と して規 定 され これ に 従 って 伝統 的 な 「通 信 」

の概 念 の も と に規 制 が な され て い ま す が,こ の点 が まず 根 本 的

に再 検 討 を要 す る点 で あ る と考 え られ ます,、

特 に,こ れ か らの コ ン ピ ュ ータ利 用 の 一つ の主 流 とな る と予

想 され る コ ン ピ ュ ー タ ・ネ ッ トワー クは 現在 の 法 律 を厳 密 に 適

用 す る と き民 間 で はほ とん ど実 現 不 可 能 な もの とな るお そ れ が

あ りま す 、,

従 って オ ン ライ ン シ ス テ ムの 概 念 に 関 し根 本 的 な問 題の整 理

と検 討 が 必 要 で あ り,こ れ に 関 し改 め て有 線電 気 通 信 法,公 衆

電 気 通 信 法,無 線 法 等 を通 じ,斉 合 性 の あ る制 度 の確 立 を要 望

3-6
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す る もの で あ りま す。

2.「 準 公 衆 通 信 事 業 者 」 問題

昭和49年9月 行 政 管理 庁 の 「電 気 通 信 行 政 監 察結 果 に基 づ

く勧 告」 にお い ては 「準 公 衆通 信事 業 者」 に 関 す る問 題 が 提起

され てい ます 。 ,

準 公 衆 通 信事 業 者 の概 念 は わ が 国に おい ては 新 しい もので は

あ ります が,特 に デ ー タ処 理 に係 る準 公衆通信事業者の必要性 可

能 性,】既 存 制 度 と の調 和 等 に関 して は本 要望 書 冒 頭 の基 本 問 題

の 十分 な検 討 と並 行 し,自 由競 争場 裡 にお げ る技 術 革 新 を'うな

が し,ユ ーザ ーの 利 益 を促 進 し,も っセ 広 くわが 国 の オ ン ライ

ン シス テ ムを 推 進 す る 観 点 か ら積 極 的 にそ の 将来 像 を 明 らか に

すべ き問 題 で あ る と考 え ま す。

3.共 同使 用,他 人 使 用 に 関 す る制 限 の撒 廃

第 一 に共 同 使 用,他 人 使 用 に 関 す る諸 制 限 は 現 実 にオ ン ライ

ンシス テ ム普 及 の障 害 とな って い る こ と,第 二 に本 要 望 書 冒頭

の基 本 的 な 問題 を顧 み る と き回 線使 用 態様 制 限 は根 拠 を もた な

い こ と,第 三 に ジス テ ムの 進 歩 特 にコ ン ピ ュ ータ ネ ッ トワー ク

の 出現 を考慮 す れ ば,シ ス テ ム に 関与 す る電 算 機,端 末 機 デ

ー タの 出入方 式 な どに 関す 為制 限 は不 合理 で あ る こ と,な どか

ら共 同使 用,他 人 使 用 に 関す る諸 種 の 制 限 を 全面 的 に撤 廃 され

る よ う要望 致 します 。

4.料 金

オ ン ライ ン ジ ス テ ム は長 期 の開 発設 計 期 間 を必 要 とす るた ぬ

シス テ ム設 計 の 根 幹 の 一 つ で あ る料 金 の 大幅 な急 上 昇 等 は 好 ま
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しい こ とで は あ りませ ん 。

従 って

④ 料 率 の変 動 が あ る と きは,急 激 な上 昇 を避 け る こ と、、

(ロ)新 制 度 に と も な う新 料 金,あ るい は現 行料 金 に対 す る必要

な新料 金体 系 等 は 少 くと も実施 予 定 期 の一 年以 上 前 にそ の概

要 が 示 唆 され る こ と。

⇔ オ ン ライ ンシ ス テ ムの場 合,通 信 回 線 の 利 用効 率 が 高 い こ

と,社 会 シ ス テ ムへ の適 用 拡 大 な どか ら,デ ー タ処理 に 係 る

通 信回 線 料 金,特 に 将 来 予 想 され る'データ 伝送 専 用網 の 料 金

等 に関 して は,従 来 の 電 話 回線 料 金 を基 準 に した 回 線料 金,

又 は 専 用線 料 金 を援 用 す る こ とな く,オ ン ライ ン システ ム用

の独 自の 低廉 な新料 金 体 系 が 考 慮 され る こ と

以 上 を 要望 します 、,

5新 伝 送網 の技 術 的 内容 の早 期 内 示

前節 前段 と同 じ理 由に よ り新 しい デ ー タ伝 送 網 が実 現 され る

ときには な るべ く早 期 に技 術基 準,利 用 制 度,サ ー ビス内 容等

の概 要が 内示 され る よ う要 望 しま す 、、

これ に よ って ユ ー ザ ーは 新 伝送 網 の 利 用体 制 が 早 期 に確立 し

新 制度 の発 足 後 の 円 滑 な発 展 が 所 期 さ れ る もの と考 え ま す、、

6公 社 の情 報 処 理 サ ー ビス業 務 と民 間 にk・け るサ ー ビス業 務 の

競 合 問 題

日本 電 信電 話 公社 がそ の す ぐれ た 技 術,組 織,資 金 に よ って

今後 と も真 に先 導 的 な 又 は真 に国 家 的 なオ ン ライ ン情 報 処 理 サ

ー ビスを開 発 され る こ との望 しい こ とは 言 うま で もあ りま せ ん。
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同 時 に伝 え られ る民 間 サ ー ビス業 者 と の競 合 問題,特 に業 者

の対 象 で あ る顧 客 に対 す るDRESS業 務 等 の一 部 の競 合 ある

い は料 金 問題 等 の恒 久 的 な解 決 のた め に は,例 えば 公 社 の 情 報

処 理 サ ー ビス 提供 分野 の 一 般 的策 定 に 関 し,継 続 して 広 く関係

者 識 者 等 の意 見 を徴 さ れ る な どの機 構 を検 討 され る こ と も必 要

で あ ろ うか と考 え られ ます 。

以 上,わ が 国 オ ン ライ ン化 の進展 のた め の格 段 の ご検 討,ご 配

慮 を 賜 わ りた くお願 い 申 し上 げ ます 。

、
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オ ンライン・システム新展開のため の

基 本 問 題 に 関 す る 調 査 報 告 書

一回線利用制度
,料 金

(禁無 断転載)

昭 和50年 月

財団法人 日本情報 開発協会
東京都千代 田区霞が関 ・霞が関ビル30F

電話 東京581-6401


